
55

【研究論文】
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【要旨】

　2012年、英国で巨大IT企業等の米系多国籍企業が複雑な税務プランニング・ス

キームを利用して不当に法人税負担を逃れていると報道され英国議会で取り上げら

れた。多国籍企業による各国間の課税ルールの隙間やミスマッチを利用して、経済

活動がほとんど行われていない無税国や軽課税国に所得を移すことにより法人税負

担を逃れる手法（税源浸食と利益移転（Base　Erosion　and　Profit　Shifting、以下

「BEPS」）が問題視され、BEPSによる税収の損失がOECDは税収の損失を年間最

大で2，400憶ドル（約26兆円）と推計している。2013年のG8首脳会議で、　OECD

租税委員会を中心とする多国間共同プロジェクトとして「BEPSプロジェクト」が

議論されることが取り決められ、2015年に15の行動計画からなる「BEPS最終報

告書」が発表された。

　本稿では、「BEPSプロジェクト」の検討の経緯、「BEPS最終報告書」の概要を説

明し、それに基づき日本で税制改正をするも、依然として、多国籍企業のBEPSに

対して日本の税務執行の制度が他国に比べての脆弱であると分析した。また、「BEPS

プロジェクト」における各国との国際協調という表面的な評価に惑わされるべきで

なく、今後さらに日本の多国籍企業に対して海外税務当局による課税攻勢が強まる

ことによる法人税負担の増加とその反射的効果によるによる日本国内企業の所得減

少による法人税収面への悪影響が予測されると指摘した。
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【ABSTRACT】

　　　　In　2012，　it　was　reported　in　the　UK　that　U．S．　multinationals，　such

as　giant　IT　companies，　were　unfairly　evading　corporate　tax　burdens

by　using　complex　tax　planning　schemes　and　were　featured　in　the　UK

parliament．　A　method　of　evading　corporate　tax　burdens　by

transferring　income　to　tax－free　or　light－taxed　countries　where

economic　activity　is　rarely　carried　out　by　using　gaps　and　mismatches

in　tax　rules　between　countries　by　multinational　corporations（Base

Erosion　and　Profit　Shifting、the　following　is　called　”BEPS”．）is　called

1ntO　qUeSt10n．

　　　　OECD　estimates　the　loss　of　tax　revenues　to　be　up　to　240　billion

dollars（about　26　trillion　yen）per　year．　At　the　2013　G8　Summit，　the

”BEPS　Project”was　discussed　as　a　multilateral　joint　project　centered

on　the　OECD　Tax　Committee，　and　in　2015”BEPS　Final　Report”，

which　consist　of　15　action　plans　has　been　released．

　　　　In　this　paper，　I　will　explain　the　history　of　the　examination　of　the”

BEPS　Project”，　the　outline　of　the　”BEPS　Final　Report”，　and　based

on　it，　the　tax　reform　in　Japan，　but　the　system　of　tax

enforcement　in　Japan　for　BEPS　of　a　multinational　company　which

is　analyzed　as　　being　still　vulnerable　to　other　countries．　　In

addition，　we　should　not　be　misled　by　the　superficial　assessment　of

international　cooperation　with　each　country　in　the“BEPS　Project”．

　　　　I　pointed　out　that　the　foreign　tax　authorities’　tax　audit

offensively　against　Japanese　multinational　companies　could

intensify　or　reduce　the　Japanese　government’s　corporate　tax
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revenues　by　compressing　the　profits　of　its　parent　company　in　Japan

in　order　to　avoid　an　increase　in　the　corporate　tax　burden　of　Japanese

multinationals　as　a　whole．

【Key　words】

　　BEPS（Base　Erosion　and　Profit　Shifting）Project，　BEPS　Final

Report，　Tax　Avoidance，　Tax　Haven，　Multinational　Enterprises，　Giant

IT　Companies，　Tax　Conventions，　OECD　Tax　Commission，

International　Cooperation，　Nationalism，　Tax　Planning　Scheme，　G20

Summit，

はじめに

　近年、経済のグローバル化の進展により、個人や企業の経済活動が国際的に行われ

ている。その結果として、それらの経済活動から生じる所得に対し、各国独自の税法

に基づく課税権の衝突が生じている。たとえば、国境を越えてグローバルに活動を多

国籍企業により行われる取引については、複数の国が重複して二重に課税する可能性

があり、実際、多くの多国籍企業がその二重課税の解決に多大な労力や経費を要して

いる。そこで、国際課税制度を整備することで、国際的二重課税の排除を自動的に行

うことができれば、納税者特に多国籍企業としては大変望ましいことである。

　他方、課税権を主張する国（課税当局）においては、近年、外国の多国籍企業が

行っている国際的租税回避スキームをみると、もはや一国ではその解明し課税の立

証ができず、課税権の行使が対応できない状況になってきている。すなわち、法人

税実効税率が高い日本をはじめとする規制が厳しい多くの国において税源が侵食さ

　れ、本来これらの国に帰属すべき利益がタックス・ヘイブンに移転することによ

り、多国籍企業のなかには世界中でほとんど租税負担をしていない状況が露見し、

その性質は違うもののセンセーショナルに有名になった2016年の「パナマ文書」1

の流出事件と相乗して、国際的な関心が高まっている。

　とりわけ、2008年の金融危機（リーマン・ショック）による1929年の世界恐慌以

来の経済不況に対して、世界各国は大規模な財政出動による景気対策をしたものの、

財政負担が積み上がり2、その後、多くの国で個人所得税や消費税の大幅な増税をし
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てきた。これら個人への増税が行われる中、巨大な多国籍企業や富裕層が、オフショ

アのタックス・ヘイブンを利用した脱税スキームであり、オフショアの銀行口座を利

用した脱税により、不当に税負担を逃れているのではないかという報道が2008年ご

ろから行われるようになった。これらに対しては、米国では、米国外金融機関に米国

人の銀行口座の報告義務を課すFATCA（Foreign　Account　Tax　Compliance　Act）が成

立し、経済協力機構（以下「OECD3」という）では、税の透明性及び税務目的の情報

交換に関するグローバル・フォーラム（Global　Forum　on　Transparency　and

Exchange　of　lnformation　for　Tax　Purpose）が発足し、対処が強化されている。4続

いて、2012年10．月に巨大IT企業等の多国籍企業による税務プランニング・スキー

ムが報道等により明らかとなった。たとえば、スターバックス、アマゾン・ドット・

コム、グーグル5といった著名な多国籍企業が、英国国内で大きな売り上げを上げて

いるにもかかわらず複雑な税務プランニング・スキームを利用して英国で不当に法人

税負担を逃れているとして、それらの代表者が2012年11月に英国下院決算委員会

に召喚され、さらに2013年5月には米議会下院でもアップルCEOを呼び、米国で

の租税回避を追求と報道されている。6このような報道等を通じて、多国籍企業がタ

ックス・プランニングにより、各国間の租税ルールの隙間やミスマソチを利用して、

経済活動がほとんど行われていない無税国や軽課税国の子会社等に所得を移すこと

により税負担を逃れる手法（税源侵食と利益移転（Base　Erosion　and　Profit　Shifting、

以下「BEPS」という）が問題視されることになった。

　OECDは2013年までに行った試算により、BEPSによる税収の損失は、控え目に

見積もっても年間1，000～2，400億米ドル、世界全体の法人税収の4～10％に達する

と推計している。72014年6月には欧州連合（以下「EU」という）欧州委員会は米ア

ップルなどの企業に対して適用する税制の優遇措置がEUで定めている「国の補助」

の規則に反していないかの調査を開始すると発表したことが報道された。82018年9

月18日、アイルランド政府は、米アップルがEU欧州委員会に命じられた追徴課税

に利息を加えた計約143億ユーロ（約1兆9千億円）を納付したと発表した。その

結果、アイルランドに拠点を置く米アップルのグループ会社への法人税優遇が違法な

国家補助に当たるとされ、アイルランド政府と米アップルがEU欧州委員会と対立し

ていた問題は、一定の区切りを迎えることになった。9

　BEPS問題に対する政治的な議論の高まりを受けて、2013年6月にはG8首脳会

議で課税回避を防ぐ仕組み作りが合意され、2013年9月のG20サミットの全面的な

支持の下、2013年以降、OECD租税委員会を中心の多国間共同プロジェクトとして
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「BEPSプロジェクト」が議論され、　OECDにより2015年10月5日に15項目の

BEPS行動計画が「BEPS最終報告書」としてまとめられ公表された。さらに、この

「BEPS最終報告書」により、租税条約に関する措置を講じるため、2016年11月に、

「BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）」が確定された。　OECD加盟国である先

進国は多国籍企業が行う国際的租税回避に対応すべく、今後BEPS最終報告書に賛

同した国々が同報告書に基づき国際課税制度の再構築を行うことになり、現在、各国

で税制改正を行ってきている。

　日本での同報告書に基づく一連の税制改正は、まず平成27年（2015年）度税制改

正で「国外転出時課税」及び「国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直

し」が、平成28年（2016年）度税制改正で、移転価格税制に係る「同時文書化」や

「国別報告書」等の作成が導入された。さらに、平成29年（2017年）度税制改正で

は、外国子会社合算税制が抜本的に改正され、平成31年（2019年）度税制改正では、

移転価格税制における無形資産関連の税制改正を行った。これらは「BEPS最終報告

書」における勧告を受けた結果、導入されたものである。

　ただし、現時点で世界各国すべてが「BEPS最終報告書」の勧告を採用して税制改

正をしているわけではなく、各国とも自国益に配慮して検討していると思料される。

日本は、日本人として初めてOECD租税委員会の議長になったこともあり、国際協

調の錦の下、税制改正を積極的にやっている。そのため、海外展開する日本の多国籍

企業は、「BEPS最終報告書」の勧告に基づいての日本及び各国での税制改正や税務

執行の変化を着実にフォローしていく必要性に追い込まれている。10

　本稿では、第1章においてBEPSの意味とBEPSの実態を整理する。第2章にお

いて、「BEPSプロジェクト」検討の経緯を説明する。第3章においては「BEPS最

終報告書」で提案されている15のBEPS行動計画の概要、および「BEPS最終報告

書」の勧告を踏まえた日本の税制改正を説明する。第4章では「BEPS最終報告書」

の勧告を踏まえたBEPS防止措置実施条約（多数国間協定）について概観する。第5

章においては、「BEPSプロジェクト」と「BEPS最終報告書」について日本で関係

する当事者の評価を調べた。第6章においては、日本の多国籍企業の視点から筆者の

国際課税の実務経験から国際協調の名のもとに行われようとしている日本の「BEPS

最終報告」への対応や国際課税に関する一連の税制改正を含む租税政策を検証するこ

ととする。
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第1章BEPSの意味とBEPSの実態

第1節BEPSの意味
　BEPSは「Base　Erosion　and　Profit　Shifting」の頭文字による略語であり、「税源

侵食と利益移転」の訳語があてがわれている。BEPSとは、各国の租税のルール間の

隙間やミスマッチを利用して、税務上の所得を消滅させることにより、または経済活

動がほとんど行われていない無税国や軽課税国に所得を移すことにより法人税の支

払いを発生させないタックス・プランニングを指すものである。

　BEPSが生じる原因としては、法人税が各国の国内レベルで課せられていることが

挙げられる。すなわち、各国の租税ルールは各国の国内法に基づいており、各国の国

内法はそれぞれ独立して適用されている。各国の国内法がそれぞれ独立して適用され

ることにより、国境を越えた取引について二重課税が発生することがある一方で、同

時に二重非課税の余地も存在することとなる。BEPSは、そのような各国間の租税ル

ールに存在する隙間やミスマッチを利用して二重非課税などの状況を人為的に作り

出し、法人税の負担を軽減するものである。

　また、現行の各国の租税ルールや国際課税原則が、今日のグローバル化されたデジ

タル経済や知的財産などの無形資産をべ一スとした経済環境ではなく、かつて店舗販

売型を前提として作られていること、さらに各国の税務当局が多国籍企業の行うタッ

クス・プランニング戦略についての情報を持ち合わせていないことも、BEPSを生ん

だ要因と考えられる。

　なお、ほとんどのBEPSは税法を無視した違法なものではなく、租税ルールに従っ

たタックス・プランニングであり、合法的なものといわれている。しかし、合法的な

タックス・プランニングであっても、BEPSは、なお問題視されている。　OECDはそ

の理由として、①BEPSを利用することができるのは多国籍企業に限られ、　BEPSを

利用できない国内企業は競争上不利な立場に置かれること、②BEPSが、税引前利益

率は低いが税引後利益率は高い事業活動などへの投資の意思決定を生むインセンテ

ィブとなり、非効率かっ歪められたな資源配分をもたらす可能性があること、③さら

に多国籍企業だけがBEPSを通じて税負担を免れている事態を納税者が知った場合

に、納税者の租税システムに対する信頼性ひいては自発的な申告納税意識を損ねてし

まうこと、などを挙げている。

　BEPSは各国間の租税ルールのずれやミスマッチを利用したものであるため、各国

が各々に対応するのには限界があり、また、各国が各々独立してBEPSに対応するた
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めに租税ルールを改訂した場合には、新たな二重課税の問題を引き起こす可能性があ

ることから、OECDを通じた国際的に協調のとれた形での各国の租税ルールの改訂

というアプローチで、BEPSは対応されることになった。

第2節BEPSの実態
　2012年11月、英国下院決算委員会は、米国巨大企業のスターバックス、アマゾ

ン・ドット・コム、グーグルの幹部を召喚して公聴会を開催した。11この中で、これ

らの企業幹部は複雑な会計手法を使うことにより英国での税負担軽減を図っている

ものとして、英国議員から批判を浴び、この模様はメディアを通じて、広く世間に知

らしめられるものとなった。その報道では、スターバックスはその海外事業の所得（利

益）に対する法人税実効税率が約13％に過ぎず、特に英国においては、2011年まで

の過去14年の間に英国で累計30億ポンド（約48億ドル）の売上を上げていながら、

法人税は累計800万ポンド（約1，280万ドル）の税金しか納めていなく、特に2011

年までの過去3年間に英国で累計12億ポンド（約19．2億ドル）の売上げを上げてい

ながら、法人税を全く納めていなかったとなっている。また、グーグルは、後述する

スキームを駆使して、米国外での事業にかかるはずの年間20億ドルの課税を免れて

おり、特に、英国の売上が2011年には41億ポンド（6，300億円）に上ったのに英国へ

の納税額はわずか600万ポンドにとどまり、2006年～2011年の間に英国で180億

ドルを売り上げたが、英国への納税額は1，600万ドルにとどまっていたと報じられて

いる。12

　このグーグルやアマゾン・ドット・コムが採用していたスキームはダブルアイリッ

シュ・ダッチサンドウィッチ13と呼ばれ、米国以外の海外事業に関しては納税額を極

小化するもので、各国で得た利益をアイルランド、オランダ、英国領バミューダに送

金することにより、税率の高い英国における課税所得を極めて効率的に低減するとい

うものであった。そこで、米国巨大IT企業がどのようにして法人税を逃れているの

か、BEPSを生み出すことになる象徴的なスキームのダブルアイリッシュ・ダッチサ

ンドウィッチを中心に一般的な仕組みを第3節で説明する。14

第3節ダブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチ1516

　ダブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチは、グーグルやアップル・ドットコム

などの米国巨大IT企業により採用されている租税回避スキームである。　「ダブルア

イリッシュ」というスキームに「ダッチサンドウィッチ」というスキームを組み合わ
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せ、さらに、タックス・ヘイブンである英国領バミューダの要素を組み込むことによ

り、米国での税金を限りなく低く抑えようという意図である。概要の図解は以下のと

ダプルアイリッシュ・ダ・チサンド　　・チのスキーム

ダブルアイリツシュ

ダッチサンドウ　∨チ

国領バミュ

住者コスト

シェアリン アイルランド

子会社A米国親会社

英国領バミ

ユーダ管理

法人

配当

ライセ ス付与 一 イセンス料

アイルランド

子会社B

ラ センス科 オランダ

子会社

砿

米国外顧客

おりである。

　まず、第一段階で、米国を本拠地とする米国親会社（当時の法定税率35％）、が、

低税率国のアイルランド（当時の法定税率12．5％）にアイルランド子会社Aとその

子会社のアイルランド子会社Bを設立する。アイルランド子会社Aはアイルランド

子会社Bの株式を保有するだけの持ち株会社であり、アイルランド子会社Bは実際

にアイルランド国内事業と海外（米国を除く）事業を統括する会社である。

　そして、米国本社は、IRS17（米国内国歳入庁）とAPA18（事前確認）を結び、アイ

ルランド子会社Aに、それまでアイルランド国内をはじめ海外で事業を営んでいた

間のノウハウや顧客リストなどの無形資産を提供することがIRSにより認められた。

あわせて、今後は新規の無形資産の開発は、米国本社とアイルランド子会社Aが共同

で費用を出し合って開発しようとする契約（費用負担契約）を結び、米国以外で使用

する権利はすべてアイルランド子会社Aに切りだされることになった。

　ついで、第二段階で、アイルランド子会社Aがオランダ子会社を介して、所有する

無形資産をアイルランド子会社Bに対しこの無形資産の使用を供与（使用許諾契約）

し、アイルランド子会社Bがこの無形資産を利用して海外事業を実施する。

　これにより、アイルランド子会社Bは、アイルランド国内のみならず、海外事業で

の収益をすべて獲得する。しかし、アイルランド以外の国々では事業収益が生じるが、

課税の根拠となる恒久的施設（PE）の認定を回避することで、アイルランド以外の
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国々で法人税を免れる。

　さらに第三段階で、アイルランド子会社Bはアイルランド子会社Aに使用許諾契

約に基づく多額のライセンス料を支払い、これを損金計上することで、アイルランド

子会社Bの所得を圧縮してアイルランドでの法人税を免れる。その結果、アイルラン

ド子会社Bがアイルランドやそれ以外の国々などの販売で得た収益の大部分はアイ

ルランド子会社Aに流れるが、①米国のサブパートF収入という目本のタックス・

ヘイブン対策税制（海外子会社の収入についても国内親会社の収入とみなして課税を

行う制度）と似た制度があり、米国親会社の所得として米国での合算課税の可能性と

②アイルランド子会社Aは、アイルランドでの課税の可能性が残っている。そこで、

この2つの課税の可能性を軽減するために、ダブルアイリッシュという手法が採用さ

れたのである。

1．ダブルアイリッシュ1（米国での合算課税の回避）

　米国税法におけるチェック・ザ・ボックス・ルールという制度を利用している。す

なわち、米国国外の子会社の一定の収入については、あたかも米国親会社の収入であ

るかのように米国において合算して課税がなされるものの、米国税務上のコーポレー

ションと分類される米国外子会社（アイルランド子会社A）が設立する完全子会社（ア

イルランド子会社B）について、チェック・ザ・ボックス・ルールの適用を受けるこ

とによりdisregarded　Entity（税務上と主体とみなされない法人）としての分類を

受けた場合には、アイルランド子会社Bからアイルランド子会社Aへの支払いにつ

いては、アイルランド子会社Aにおける米国合算課税の対象となるサブパートF収

入には含まれないものとなる。

　これにより、アイルランド子会社Aは米国親会社への配当を行わない限り、米国に

おける課税から解放される。さらに、アイルランドの法人税率は12．5％で、米国の法

人税率である35％と比較すれば約1／3と軽減されている。さらに、アイルランドの

法人税率は12．5％に満足せず、さらなる法人税負担軽減を行っている。19

2．ダブルアイリッシュ2（米国外つまりアイルランド国内における課税の回

　避）

　アイルランドでは最近20まで法人の税務上の居住国はその設立の場所ではなく、

管理支配機能のある場所とされていたことから、アイルランド子会社Aの管理支配

機能を英国領バミューダに置くことにより、アイルランドの税務上は、英国領バミュ

ー ダ居住法人とされることになり、アイルランドでの課税を受けないことになる。

　英国領バミューダは、タックス・ヘイブンとして、英国領バミューダ以外で発生し
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た所得について課税が行われないことから、結果的にアイルランド子会社Aの利益

については、税負担を回避することが可能となる。

　しかし、アイルランド子会社Aが英国領バミューダ居住法人とみなされた場合に

は、アイルランド居住法人であるアイルランド子会社Bから、英国領バミューダ居住

法人であるアイルランド子会社Aに対して、ライセンス料を支払うに際して源泉徴

収課税が発生することになっている。そこで、この源泉徴収課税の軽減を行っている。

3．ダッチサンドウィッチ

　ここで、登場するのが、ダッチサンドウィッチという手法である。ここでは、アイ

ルランドにおいては、EU域内に対するライセンス料の支払いについて源泉徴収が免

除されていること、また、オランダにおいては国内税制上ライセンス料の国外支払い

に対する源泉徴収がないことから、アイルランド子会社Bからオランダ法人ヘライ

センス料を支払い、さらにオランダ法人からアイルランド子会社Aヘライセンス料

を支払うことにより（オランダ法人を挟むこと（ダッチサンドウィッチ））により、

アイルランド子会社Bからアイルランド子会社Aにライセンス料を直接支払った場

合に課税されることとなる源泉徴収税を回避することが可能となる。21

　現在、このようなダブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチをはじめいろいろな

租税回避スキームが多くの多国籍企業により採用されているが、これらの採用自体は

現時点における国際税務の観点からは、合法的なものと考えられている。しかしなが

ら、これらのスキームは、国内で活発な経済活動を行う多国籍企業に対して自国の課

税権を行使できないという事象を生み、このことは自国の経済発展が国家税収には反

映されないという各国財政に極めて大きな不安定要素をもたらしているのである。

　そこで、2013年以降、OECD租税委員会を中心の多国間共同プロジェクトとして

「BEPSプロジェクト」が議論され、　OECDにより2015年10月5日に15のBEPS

行動計画が「BEPS最終報告書」にまとめられ公表されたのである。

第2章rBEPSプロジェクト」の意味及びその背景・経緯

第1節rBEPSプロジェクト」の意味

　「BEPSプロジェクト」とは、財務省資料22で「具体的には、企業が調達・生産・

管理等の拠点をグローバルに展開し、電子商取引も急増するなど、グローバルビジネ

スモデルの構造変化が進む中、この構造変化に各国の税制や国際課税ルールが追いつ



65

rBEPSプロジェクト」及び「BEPS最終報告書」の検証

かず、多国籍企業の活動実態とルールの間にずれが生じていた。「BEPSプロジェク

ト」は、公正な競争条件（Level　Playing　Field）という考え方の下、多国籍企業がこ

のようなずれを利用することで、課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行うことが

ないよう、国際課税ルールを世界経済並びに企業行動の実態に即したものとするとと

もに、各国政府、グローバル企業の透明性を高めるために国際課税ルール全体を見直

すプロジェクトである。」と説明されている。

　まさに、前述のダブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチをはじめいろいろな租

税回避スキームが国家としての死活問題にもなりかねないものとして、問題視された

のである。これらのスキームの温床となっている現在の国際課税の枠組みは、転換の

必要性が強く叫ばれている。さらに、多数の国を跨ぐスキームに対応するためには二

国間の条約だけでは不十分であり、より多くの国が同時に採用できるような制度が必

要とされることとなった。23

　これらの多国籍間における同時採用という観点から、従来から国際課税について積

極的な関与を行ってきた国際機関であるOECDからの提言という形をとりっっ、よ

り強い拘束力を持っ各国政府部門の合議体であるG20首脳宣言を通して、各国が協

力して全面的支持を与えるという対応がとられた。早急に解決しなければならないと

いう各国の利益が一致したわけである。

　言い換えると、二国間の租税条約や移転価格税制を基礎とした国際税務の枠組みで

は対応しきれなくなった「新たな国際的課税回避スキーム」への対応を目的として

「BEPSへの対応」が制度的に進められたのである。つまり、「BEPSプロジェクト」

とは、ヨーロッパを中心に100年以上続いてきた二国間の租税条約をその基礎とす

る国際税務の枠組みについて転換をもたらすとはいえ、今後の国際税務における新し

い流れの基礎をなすものといえる。

　一般的に、G20共同声明やOECD報告書と聞くと、各国が国際協力を目指した倫

理的かつ抽象的な議論を行っているものと想像されるが、多くの深刻な問題が渦巻く

中で各国首脳がBEPSを最重要課題として位置づけたのは、本質的には各国の課税

権確保の議論であり、自国利益の観点から激しい国際的議論が展開された結果といえ

るのである。24

第2節「BEPSプロジェクト」の背景・検討の経緯25

　2008年にリーマンショックが生じた後、多くの先進国が税収の落ち込みを原因と

して財政状況を悪化させる中、多くの巨大な多国籍企業が節税スキームを駆使して税
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負担の軽減を図っていることが報道等によって明らかとなり、問題視されるようにな

った。

　そこで、2012年6月、国際協調のもと、戦略的かつ分野横断的に経済実態と課税

の乖離を防止することを目的として、OECD租税委員会は、「BEPSプロジェクト」

を始動した。

　まず、2013年2H12日、OECDはBEPSに関する最初の報告書である「Addressing

Base　Erosion　and　Profi七Shifting（税源侵食と利益移転の対応）を公表した。かかる

報告書においては、BEPSにつながる要因が分析され、これらの要因に対して政府が

対応策を採ることが呼びかけられている。

　そして、2013年7．月19日、OECDはBEPSに関する2つ目の報告書である「Action

Plan　on　Base　Erosion　and　Profit　Shifting（行動計画）」を発表した。かかる報告書

は2013年7月19日及び20日にかけて開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会

議（1コシア・モスクワ）に提出され、さらに2013年9月5日及び6日に開催された

G20サミット（ロシア・サントペテルスブルク）において全面的な支持を受けた。

2013年9月にG20で行動計画が承認された後、報告書の作成に向けた作業が進めら

れた。行動計画の作成に当たっては、OECD非加盟国であるがG20参加国の8か国

（中国、インド、南アフリカ、ブラジル、ロシア、アルゼンチン、サウジアラビア、

インドネシア）も議論に参加した。2014年9月16目、行動計画の第1次提言が公表

された。第1次提言では、OECDで検討されている15項目のうち、行動計画1（電

子経済の課税上の課題への対処）、行動計画2（ハイブリッド・ミスマッチの効果の

無効化）、行動計画5（有害税制への対抗）、行動計画6（租税条約の濫用防止）、

行動計画8（移転価格算定の結果と価値創造の整合性の確保）、行動計画13（移転価

格文書化及び国別報告書）及び行動計画15（多数国間協定の策定）の7項目にっい

て、発表がなされ、同年9．月20日から豪州のケアンズにおいて開催されたG20財務

大臣会合でも報告された。

　以上、2012年以降、「BEPSプロジェクト」という名称でG20参加国とOECD加

盟国（合計46か国）で15の行動計画について議論が交わされた結果、2015年9月、

「BEPSプロジェクト」の「BEPS最終報告書」は同年10月、G20財務大臣会合に

報告され、同年11月にはG20サミットに報告され承認・公表となった。

　この15の行動計画は、　「BEPSプロジェクト」に参加した国の税制や税務行政に

対する勧告という形式になっている。しかし、世界には200を超える国と地域があ

り、その4分の1だけが行動に移すだけでは不十分である。そこで、2016年以降、
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BEPS包括的枠組会合（Inclusive　Framework　on　BEPS）を行うこととし、同年6月

に京都で第一回会合を開催した。その際、100を超える国と地域さらには地域機関や

国際機関が参加した。「BEPSプロジェクト」は、今後、世界的なプロジェクトに広

がることになっている。

　世界各国の「BEPSプロジェクト」への関心と参加のレベルは前例のないものであ

り、60か国以上がテクニカル・グループへ直接関与し、さらに多くの国々が地域にお

ける意見交換を通じてプロジェクトの成果策定に参画した。ATAF（African　Tax

Administration　Forum：アフリカ行政フォーラム）、CREDAF（Centre　de　rencontre

des　administrations　fiscales：税務行政当局交流研究センター）、そしてCIAT（Centro

Interamericano　de　Adminis七raciones　Tributarias：米州税務長官会議）といった地域

レベルの税務関連の組織や、国際通貨基金、世界銀行、そして国際連合といった国際

機関がともに作業に貢献した。OECDは、産業社会や市民社会と有益かつ活発な意見

交換を行い、11のパブリック・コンサルテーションで23のディスカッションドラフ

トに対して議論され、12，000ページを超えるパブリック・コメントが寄せられ、そし

て、BEPSに関するOECDウエブキャストの閲覧件数は4万件以上に上り、関係者

は「BEPS最終報告書」に対して強い関心を抱いていたとしている。

第3章「BEPS最終報告書」の内容、及び、日本の税制改正等の対応

　2015年11EにG20サミットに報告された「BEPS最終報告書」の中核部分は3

本柱（A～C）で構成され、行動計画1～行動計画15の15項目が提言されている。

　行動計画の15項目は、BEPSに対処するための手法として、　「BEPSプロジェク

ト」の参加国のコンセンサスをまとめたものである（ただし、行動計画の15項目の

すべてについて参加国のコンセンサスが得られたわけではない。）。行動計画の15

項目には法的拘束力はなく、各国の国内租税法の改正、租税条約の改訂、または移転

価格ガイドラインの改訂を通じて実行されることになる。行動計画の15項目は、す

べて同レベルで勧告を行っているわけではなく、「BEPSプロジェクト」参加国間の

コンセンサスの程度と行動計画の15項目がどのように実行されるかにより、その規

範性のレベルが次のように区別されている。

　①ミニマム・スタンダード＿各国とも一致した対応が必要。各国における進捗状況

　　が継続モニタリングの対象。

　②既存の国際税務原則の改訂＿租税条約や移転価格ガイドラインの改訂を含むも
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　　の。

③共通アプローチとベストプラクティス＿共通アプローチは各国の慣行の統一を

　促進でベストプラクティスは各国の裁量で最も良いとと思われるものを選択す

　ること。

「BEPSプロジェクト

　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：財務省資料をもとに作成）

注26

　rBEPS最終報告書」の行動計画1～行動計画15は、　OECDの公表した「税源侵食

と利益移転　解説文」27において、以下のとおりまとめられている。28

1．行動計画1：電子経済29（Digitat　Economy）に係る課税上の課題へ

　の対処

（1）行動計画1の内容

　行動計画1の報告書は、電子経済がますます経済そのものなりつつある中で、電子

決済のみを他の経済と切り離して囲い込むことはできないと結論付けた。報告書は、

電子経済により高まるBEPSリスクを分析し、「BEPSプロジェクト」を通じて作ら

れた対抗措置が与えると見込まれる影響を示した。クロスボーダーの一般消費者向け

（BtoC）取引の場合には消費者の所在地国で付加価値税を徴収できるようにするた

めのルールと執行のメカニズムが作られた。30これらの措置は、国内及び外国の事業

者が平等な競争条件で競争できるとともに、これらの取引において支払うべき付加価

値税の効率的な徴収の促進を意図したものである。税務上のつながりやデータ等の、

電子決済がもたらすより幅広い税務上の課題への技術的な対応策の選択肢は議論及

び分析された。かかる課題と採り得る選択肢のどちらについても、クロスボーダーの
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活動に対する課税のための既存の枠組みに関する全体的な課題という「BEPSプロジ

ェクト」の論点を越えた論点を提起したために、OECD加盟国とG20諸国は、電子

決済の発展をモニターし、今後入手可能となるデータを分析することに合意した。議

論及び分析された選択肢について更なる検討がなされるべきか否かは、今後のモ

ニタリング作業に基づき決定される。この決定は、電子決済の発展がもたらす税

務上の課題に既存の国際課税の基準が対処する能力に関する広範な考察に基づい

てなされるべきである。

（2）日本の対応

　平成27年（2015年）度税制改正で、国外事業者が行う電子経済に係る役務の提供

のうち、内外判定基準の見直しの結果、新たな国内取引となる役務の提供については、

「事業者向け取引」と「消費者向け取引」のいずれに該当するかによって、それぞれ

「リバースチャージ方式」と「国外事業者申告納税方式」により納税義務を課する形

に改められた。

　「リバースチャージ方式」とは、国外からサービスの提供を受ける場合、国外の業

者は免税で提供し、仕入者（買手）である国内の業者が消費税の納税義務を負うとい

うやり方である。通常の場合であれば、サービスの提供者が納税義務を負うが、購入

者側が納税義務を負う形になっていることからこのように呼ばれる。ただし、購入者

（仕入者）は仕入税額控除を受けることができる。

具体的には、次のようなイメージである。

繰者向け取引に悟る■曜方式（ワバースチヶ一ジ秀≡穎

国凶口鍵者が行う臼夢章者向け」の役癌提供について、■内

事菜著に申告錆税怪務を田す方式

　t柱賀から毘て通常事鍵者向けのものく広告配但等）

2靖費者’U藁者双方に提僕されているもの（クラウド

　サーピス等）で、取引鮒等から事皐者向けであ6こ
　とが萌らかな取引

，一
〔：亘：西：｝一、．LWtMの’｛亘コー、

8　　　（納幌■島者〉　　　・
・　　　　　　‘　A　　　　　　　．
；腰］↓1［仕入税■　腔障］1

、　　　　民鴨●　　　　　　i

1 滴費者向け取引に像る■榎方式¢口外事黄者卓’k”msW，・

脚雛者が行う「鴻費者向け1の1殴務鍵候について、ISISF
事寅者に串告拍税●癌壱垣す方式

・i，性宙から見て遜零滴費者向けのもの（電子書高・膏柔の
　配信等）
・2滴■者・事簸者双方に握侯されているもの《クラウド

　サーピス等）でL取引条件等から1口童者向けであるこ
　　とが明らかでない取引

，一 匝｝．．．iRU・eO！｛亘：N－、

オ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　コ

1消鱈函ジ∈曇㌢
i鐘一；・昧厭＝
1　　　－　　　」　聴に申告轍を行う、
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　資料出所：財務省
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注31

2．行動計画2：ハイブリッド・ミスマッチ32取極めの効果の無効化

（1）行動計画2の内容

　行動計画2の報告書では、ハイブリッド・ミスマッチ取極めを無効化する国内上及

び条約ルール上のルールを通じた各国の慣行の収敏を促進する共通のアプローチを

検討している。これによりミスマッチから生じる租税上の便益を排除され二重非課税

が防止されるとともに、単一の支出に対する費用の多重控除、一方の国で対応する課

税がなされない他方の国における控除、及び外国での単一の税支払いに対する複数の

外国税額控除に歯止めがかけやすくなる。税務上の結果のミスマッチを無効化しつつ、

それ以外の場合にはこうした金融商品や事業体の使用を妨げないようにすることで、

このルールは、クロスボーダーの取引や投資に悪影響を与えることなく、こうした取

極めがBEPSのための手段として使用されることを抑止していく。

（2）日本の対応

　金融商品や事業体に対する税務上の取り扱いが異なっていること（いわゆるハイブ

リッド・ミスマッチ）を利用し、単一の支出について二重に損金算入したり、支払地

国で損金算入、受領地国で益金不参入（いわゆる二重非課税）となったりするケース

が生じている。

　そこでそれらの効果を無効化するため、国内法上の措置を講じるべきであるとの

BEPSプロジェクト行動2の勧告を踏まえ、平成27年（2015年）度税制改正で、配

当支払者側で損金算入される配当（たとえばオーストラリアの優先株配当など）につ

いては本制度の適用除外とする措置が講じられた。

具体的には、次のようなイメージである。
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　　　　　　　　　　　【オーストラリアの優先株式のケース】

⊂＝＝亙三亘：：＝＝＞　　1〈　　　改正後　　　〉

蠕鍬ア　鋤違されるため1オ言裟ノア　醗譲・れるt・h
識8…会一不算…㈱。∋鷹助。。子。鵬諭．亘。、。＿猶

⊂憂コ〔抽二雛なしst・h：｛〔遮コ｛益金に當る⇒

　　　　　畢　　　；　　早
　　　　　■障的二重非口税　　　　　　　　　　1　　　　　国障的二旦婁課駁の解消

　｛劇国際的直∫1（（eeMを梼除寸るため、外国」二熱1か引体の超会；tlこ支払材1る配・G　t外i苛に
　　　tsいて法人税が課された後の利益から支払われる｝にっいては、担会社の益金に算人せt’、課
　　　6〈s　cないM旧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資科出所：財務省

注33

3．行動計画3：外国子会社合算税制（CFCルール34）の強化

（1）行動計画3の内容

　行動計画3の報告書では、各地域によってCFCルールの政策目的が多様であるこ

とを認めつつ、効果的な外国子会社合算税制の構成要素について勧告している。勧告

はミニマム・スタンダードではないものの、その実施を選択しようとする各地域が、

納税者による外国子会社への所得移転を効果的に防止できるルールを確実にもてる

ように策定されたものである。報告書では、知的財産、サービスや電子商取引等の、

足の速い所得によって引き起こされる既存の外国子会社合算税制に係る課題を識別

するとともに、各地域が、この点に関する適切な政策を検討することを可能にしてい

る。この勧告は、外国子会社合算税制が、移転価格税制やその他のルールを補完する

ものとして、BEPSに対抗する上で、引き続き重要な役割を担うことを強調している。

（2）日本の対応

　「BEPS最終報告書」行動計画3を踏まえ、日本のCFCルールである外国子会社

合算税制（CFC税制）は、平成29年（2017年）度税制改正で次のような見直しがなさ

れている。

①税負担割合20％未満というトリガー税率を廃止し、エンティティ・アブn－一チ35か

らインカム・アブu－一チ36に移行する。

②ペーパーカンパニー等の所得は、原則、会社単位で合算する。20％以上30％未満で

も合算対象の対象とする。
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③事務負担軽減措置として、税負担割合20％以上の場合、原則として制度適用を免除

する。

④内国法人等による持分割合50％超に、実質支配関係を追加する。

⑤実体がある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社が合算課税の対象と

ならないよう、事業基準等を見直す。

⑥あわせて、第三者を介在させることにより非関連者基準を満たす等への対応として

非関連者基準を見直す。

　外国子会社合算税制（CFC税制）は、租税回避防止の観点から、一定の条件に該当す

る外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算するものあるが、平成30

年（2018年）度税制改正では、一定の株式譲渡益については合算の適用対象金額か

ら控除するとしている。具体的には、日本の親会社が海外の会社を買収、それによっ

て傘下に入った特定外国関係会社等（対象外国関係会社を含む、所謂ペーパーカンパ

ニー）を整理、組織再編するにあたり、当該特定外国関係会社等が有する一定の外国

関係会社の株式等を、一定の期間内及び一定の条件で当該特定外国関係会社等に係る

外国関係会社等に譲渡した場合に、その譲渡により生ずる利益の額を、当該特定外国

関係会社等の適用対象金額の計算上控除する、といったものである。37

4．行動計画4：支払利子の損金算入及びその他の金融支払いを通じた税源

　侵食の制限

（1）行動計画4の内容

　行動計画4の報告書では利子の損金算入に関する各国ルールの収敏を促す共通ア

プローチを検討している。多国籍企業グループ内部における負債の配分に税制が及ぼ

す影響については、数多くの学術論文で証明されており、グループ内の資金提供を通

じて個別のグループ内企業が負債レベルを容易に増大させ得ることはよく知られて

いる。同時に、競争上の配慮の重要性や、支払利子費用を適切に抑制することが二重

課税に結びつかないようにすることの重要性を踏まえると、免税または課税繰延べさ

れる所得を生みだす活動への融資を含め、過大支払利子を実現できる状況には、各国

が協調することで最もうまく対処することができる。この共通のアプローチは、企業

のネットの支払利子控除が、その企業の経済活動により生み出された課税所得に直接

結び付けられること、及びこの分野における各国のルールの更なる協調を促進するこ

とを目指すものである。

（2）日本の対応
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今後の税法改正の要否を含めて検討していくことになっている。

5．行動計画5：透明性と実質性に考慮した、有害な税慣行へのより効果的

　な対抗

（1）行動計画5の内容

　有害な税慣行への現在の主たる懸念は、恣意的な利益移転のために使われる優遇税

制や、ある種のルーリングに関する透明性の欠如に関するものである。行動計画5は、

優遇税制において実質的活動があったかどうかを審査するための合意された手法に

基づくミニマム・スタンダードを勧告している。パテント・ボックス等の知的財産優

遇税制については、「ネクサス」アプローチについての意見の一致が得られた。この

アプローチは、実質的な活動の代理指標としてその国における支出を用いる。このア

プローチにより、当該優遇税制から便益を得る納税者は、研究開発に実際に従事し、

実際に支出を行うことが求められる。同じ原則は他の優遇税制についても適用され得

る。これにより、当該優遇税制がカバーする所得を生みだすうえで必要となる中核的

活動を納税者が行っている限りにおいて便益を与えるという、実質的活動の要件を持

っ制度と考えられることとなる。透明性の分野については、情報交換がなされない場

合にはBEPSの懸念を引き起こすルーリングに関する自動的情報交換の義務付けの

枠組みが合意された。本報告書には、多数の優遇税制に対する詳細な実質的活動基準

及び透明性基準の適用結果が記載されている。

（2）日本の対応

　既存の枠組みで対応していくことになっている。

6．行動計画6：租税条約の濫用防止

（1）行動計画6の内容

　行動計画6の報告書は、条約漁りを含む濫用の防止に係るミニマム・スタンダード

及び、条約濫用を防止する防衛手段を提供しつつ、その実施のために一定の柔軟性も

備える新たなルールを含んでいる。本報告書に盛り込まれた新たな条約の濫用防止ル

ールは、第一に、ある国の居住者ではない者が、当該国が締結した租税条約の特典を

得ようと目論む条約漁りに対処するものである。その他の条約濫用に対処するために、

より的を絞ったルールが策定された。租税条約が意図せずして濫用防止に係る国内法

の適用を妨げることがないよう、OECDモデル租税条約のその他の変更が合意され

た。租税条約は二重非課税を生みだすために使われることを意図したものでないこと
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が、OECDモデル租税条約のタイトル及び前文の見直しを通じて明確にされている。

最後に、本報告書は、低課税又は無課税地域と租税条約を締結する際に考慮すべき政

策的検討事項を盛り込んでいる。

（2）日本の対応

　租税条約の拡充で対応することになっている。

出国時におけるみなし譲渡益課税制度（いわゆる出国税制度）を平成27年（2015年）

度税制改正で導入した。

　キャピタルゲイン課税のない国（たとえばシンガポール）に出国し、非居住者とな

った後に株式等を譲渡した場合、たとえば次の事例にみられるように、一定の制限限

度内であれば日本で課税はなく、現地国でも課税がない、いわゆる二重非課税が生じ

てしまう。このような事態を解消するため、多くの国で出国時にみなし譲渡益課税を

しており、日本でも同様な措置を講じることになった。

具体的には、次のようなイメージである。

　　　　　「居住地国の移転」によるキャピタルゲイン課税の回避例
　　　　　　　　【A国】　　　　　　　　　　　　【B国】
　　　　　　1キヤピタルゲイン；牒税ユ　　　　　【キャピタルゲイン．非牒税〕

　　　　　　①出国し、甲が「居住者」から「非居住者」になる

　　　　　　　雛魏［Pt〔顯

②その後A社の株式を乙にD渡

資料出所．税制調査会提出資料

注38

7．行動計画7：恒久的施設（PE）認定の人為的回避の防止

（1）行動計画7の内容

　行動計画7の報告書では、一般的に、租税条約は、ある国において、外国企業の利

益が課税されるのは、当該企業が、その国において、利益が帰属する恒久的施設を有

する場合に限られることを規定している。したがって、租税条約に規定される恒久的

施設の定義は、非居住者である企業が、別の国で所得税を払わなければならないか否
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かを判断する上で、非常に重要となる。報告書は、租税条約の交渉の土台として広く

使われているOECDモデル租税条約5条に規定される恒久的施設の定義の見直しを

含んでいる。こうした見直しは、代理店を委託販売契約（コミッショネア契約）に基

づく仕組みに変更する、または、事業活動を人工的に細分化するような方法で、税務

上のっながり（ネクサス）を不適切に回避する手法に対処するためのものである。

（2）日本の対応39

　国際税務の分野において、外国法人課税の理解に欠かせないものは、

「恒久的施設（Permanent　Establishment二PE）」の概念である。　PEと

は、事業を行う一定の場所（支店等）をいう。PEには、支店PE（支店、

事務所、工場、作業場など）、建設PE（建設作業や作業の指揮監督を行う

場所等）、代理人PE（外国企業のために相手国内で行動する一定の者等）

の3類型がある。日本において、PEを有する外国法人は、　「PEに帰属す

る事業所得」と「その他の国内源泉所得」について法人税課税を受ける。

っまり、外国法人が日本国内にPEを有しない場合、その外国法人の「事業

所得」に対して日本では課税は行われない。

　長年にわたり、多国籍企業によるPE認定の人為的回避とそれに伴う過度

の租税回避は実質的な事業活動が行われる国の税源を著しく浸食するとし

て、各国の課税当局から問題視されてきた。経済協力開発機構（OECD）の

BEPSプロジェクトも、この論点を「行動7：恒久的施設認定の人為的回避

の防止」において議論し、PEの定義に関する修正が2015年の「BEPS最

終報告書」において勧告された。日本もこの勧告に従い、平成30年（2018

年）度税制改正において、PEの定義を含む関連国内税法を改正した。以下

では、PEの定義にかかる主な改正事項を説明する。

①PE認定されない活動のみを行うことによるPE認定の人為的回避の防止

措置

　平成30年（2018年）度改正前は、商品の保管や購入のみを行う場所・施

設等はPEに該当しないという国内法の規定ぶりであった。例えば、製品の

販売を業とする外国法人が、日本国内に相当数の従業員が勤務する製品の

保管・引き渡しのみを行うための巨大倉庫を保有していたとしても、それ

だけでは日本国内にPEを有していないことになっていた（〈図1＞参

照）。仮に、このような倉庫が企業の製品販売事業の本質的な部分を構成
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するような活動を行う場所であった場合、この倉庫がPE認定から漏れてし

まっては、日本の課税権が不当に損なわれてしまっていた。

　　　　　　　　図1　製品の保管・引き渡しのみを行う場所を設ける

　　　　　　　　　　ケース

（外動

侶本）

　
　

　
　　　　　製ifiseD保管・引き渡しのみ

　　　　　　　　を行う

いかなる活動も「事業の遂行にとって準備的・補助的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　よって、前

　今回の改正により

な性格ではない場合」は、PE認定の例外としないことになる。

記の例において、当該倉庫における活動が準備的・補助的な性格を持たな

い場合には、今後はPE認定がなされてPE帰属所得に対する課税が増加す

ると思われる。

②委託販売契約等を通じたPE認定の人為的回避の防止措置

　平成30年（2018年）度改正前は、外国法人のために日本国内で行動する

者（代理人）が、外国法人の事業のために契約を締結する権限を有し、か

っこれを継続的・反復的に行使した場合に、その者は代理人PEになるとさ

れていた。今回の改正により、代理人PEは、外国法人の名において締結さ

れる契約の存在だけではなく、締結される契約の類型（物品の販売にかか

る契約あるいは役務の提供にかかる契約）によっても認定することが可能

となった。また、契約の締結をする者だけではなく、契約締結のために反

復して主要な役割を果たす者も代理人PEに認定することになる。

　例えば、外国法人が日本国内の受託者と委託販売契約を結び、契約締結

権限を持たない受託者が国内顧客に対して販促活動（実質的には販売活

動）を行い、最終的な契約は外国法人と顧客が直接締結するようなケース

において、改正前は受託者が代理人PEの認定を受けることはほとんどなか

った（＜図2＞参照）。改正後は、国内受託者の活動実態によっては代理人

PEを認定されるケースが増加すると思われる。これらの改正により、いわ

ゆるコミッショネア契約の組成も難しくなる。
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図2販売委託契約

（胸　　　　［璽コ

鎚

（日本）［：亘＝］＜■■［：≡垂i］

　　　　　　　　　販促（販売）

　　　　　　　　　　漣

　この改正は、外国法人の平成31年（2019年）1月1日以後に開始する事業年度の所

得に対する法人税について適用が開始されている。

8．行動計画8～10：価値創造と一致する移転価格算定結果の確保

（1）行動計画8～10の内容

　OECD及び国連のモデル租税条約9条及びOECD移転価格ガイドラインに記され

ている移転価格税制は、多国籍企業グループ内の取引価格等の条件について、独立企

業原則に基づき決定されるために用いられるものである。この分野における既存の基

準は、独立企業間原則に関するガイダンスを含めて、明確化・強化され、また、評価

困難な無形資産の適切な価格付けを確保するためのアプローチが独立企業原則の範

囲内で合意された。作業は3つの主要な分野に焦点を当てている。

　行動計画8では、無形資産はその性質上足が速く、かつ評価が困難なことが多いこ

とから、無形資産に係る関連者間取引に関する移転価格算定上の論点を検討した。価

値の高い無形資産から生じた利益の不適切な配分は、税源侵食と利益移転の大きな原

因となっている。

　行動計画9では、契約上のリスク配分は、当該リスクについて実際の意思決定及び

当該リスクの管理を行っている場合に限り尊重される。

　行動計画10では、その他のリスクの高い分野に焦点を当てており、商業上合理性

のない関連者間取引から生じた利益の配分に対処するための措置、多国籍企業グルー

プの最も経済的に重要な活動から生じた利益を移転するための移転価格手法の活用

に焦点を当てた措置、及び多国籍企業グループ内における一定の支払（管理費用や本

社費用等）による、価値創造との一致が見られない状況での税源侵食等が含まれる。

こうした課題に対応し、事業上の利益とこれを生み出す経済活動とを一致させる結果
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を確実に生むような移転価格ルールを確保するガイダンスが、　「BEPS最終報告書」

には盛り込まれている。

　本報告書は国境をまたぐ一次産品取引やグループ内の低付加価値役務提供取引に

関するガイダンスも含んでいる。このガイダンスはG20開発作業部会からマンデー

トを得た更なる作業によって補完される。その作業は、知見、ベストプラクティス、

及び移転価格算定のために一次産晶取引価格を設定したり、税源侵食をもたらす典型

的な支払を通じた税源浸食を防止するためのツールを提供する。

（2）日本の対応

　今後の税法改正の要否を含めて検討していくことになっている。

行動計画8に基づき、改正されたOECD移転価格ガイドライン等を踏まえたもので、

平成31年（2019年）度税制改正で、移転価格税制40の見直しがなされ、その骨子

は、以下のとおりである。

①移転価格税制の対象となる無形資産の明確化

　移転価格税制の対象となる無形資産は、法人が有する資産のうち、有形資産および

金融資産（現金、預貯金、有価証券等）以外の資産で、独立の事業者の間通常の取引

の条件に従って譲渡・貸付等が行われるとした場合に支払いが行われるべきものとす

る。

②評価困難な無形資産に係る取引に係る価格調整措置の導入（所得相応性基準41の

導入）

　評価困難な無形資産に係る取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測と

結果に大きな相違が生じた場合には、税務署長は、当該取引に係る最適な価格算定方

法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等をすることができること

とする。

③独立企業間価格の算定方法の整備（DCF法の追加）42

　独立企業間価格の算定方法として、OECD移転価格ガイドラインにおいて比較対

象取引が特定できない無形資産取引等に対する算定方法として有用性が認められて

いるディスカウンテッドキャッシュ・フロー法（DCF法）を加える。

④移転価格税制に係る更正期間等の延長

　移転価格税制に係る更正期間等を7年（現行6年）に延長する。

⑤再調整方法の整備

　比較対象取引の利益率を参照する価格算定方法に係る再調整について、定量的に把

握することが困難な差異があるために必要な調整を加えることができない場合には、
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四分位法により再調整を行うことができる。

9．行動計画11：BEPSの測定とモニタリング

（1）行動計画11の内容

　様々なデータ・ソースや試算を用いて税に動機付けられた利益移転の証拠を示す多

くの実証研究がある。BEPSの複雑さや既存データの限定性を踏まえればBEPSの

影響の範囲の測定は困難であるものの、近年の多くの研究によれば、BEPSによるグ

ローバルな法人税収の逸失は相当程度となり得ることが示唆されている。行動計画

11は、現在入手可能なデータと手法を吟味し、BEPSの経済的インパクトや範囲に

関する経済分析は極めて困難であり、データと手法の改善が必要であると結論付けて

いる。データの制約に留意しつつ、様々なデータ・ソースを活用しBEPSの多様な経

路を吟味しっつ、BEPSの6つの指標集が作られた。これらの指標はBEPSが現に

存在することを強く示すとともに、時を経て増大していることを示している。BEPS

の複雑さや手法・データの制約を認識しつつ、OECDの新たな実証分析は、グローバ

ルな法人税収の逸失は、毎年1，000億ドルから2，400億ドルになり得る旨の試算を示

した。この研究はBEPSから生じる財政以外の重大な経済上の歪みを指摘するとと

もに、利用可能な税務データの更なる活用、及び、各国によるBEPSの財政上の効果

や各国のBEPS対抗策のインパクトの評価をしやすくするための分析ツール等を通

じた将来のBEPSのモニタリング支援に資する分析の改善を提言している。今後、

BEPSに係る経済分析とモニタリングの改善のために、各国がデータ収集、編集そし

て分析力を高めていくことが求められている。

（2）日本の対応

　OECDの取り組みを支援することになっている。

10．行動計画12：納税者による行き過ぎたタックス・プランニングの開示

　　義務

（1）行動計画12の内容

　行き過ぎたタックス・プランニング戦略についてのタイムリーで包括的な関連情報

の不足は、世界中の税務当局が直面する主要な課題の一つである。こうした情報を早

期に入手できれば、情報に基づくリスクの評価、調査や法改正を通じて、税務上のリ

スクに早急に対応する機会を得ることができる。行動計画12に関する報告書は、義

務的開示を有していない国が、行き過ぎたタックス・プランニング・スキームやその
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利用者の情報を早期に入手したいといいうニーズに合致した制度を立案するための、

ベスト・プラクティスから得られるガイダンスをモジュラー方式43の枠組みで提供

する。本報告書の勧告はミニマム・スタンダードを示すものではない。義務的開示ル

ールを採用するか否かは、その効果を高めるための参考となるように意図されたもの

でもある。勧告は、より有用でタイムリーな情報を入手したいという各国のニーズと、

納税者の法令遵守に係る負担とのバランスを取るために必要な柔軟性を提示してい

る。国際課税スキームに焦点を当てたルールや、税務当局間のより効果的な情報交換

と協力の構築及・実施のためのベスト・プラクティスに基づく個別の勧告も記されて

いる。

（2）日本の対応

　今後の税法改正の要否を含めて検討していくことになっている。

11．行動計画13：移転価格文書化の再検討

（1）行動計画13の内容

　移転価格に係る文書化の改善と連携により、税務当局に提出される情報の質が向上

するとともに、法令遵守に係る企業の負担が抑えられる。行動計画13に関する報告

書には、国別報告書に関するミニマム・スタンダードを含む、移転価格の文書化に関

する三層からなる標準化されたアプローチが盛り込まれている。ミニマム・スタンダ

ー ドは、国別報告のための共通フォーマットを整合的に実施することのコミットメン

トを反映している。第一に、移転価格の文書化に係るガイダンスは、多国籍企業が、

そのグローバルなビジネス展開や移転価格の方針に関するハイレベルな情報を、「マ

スターファイル」として、関連する全税務当局が入手できるよう提供することを求め

る。第二に、重要な関連者間取引、当該関連者間取引の取引額、及び当該取引に係る

移転価格決定に関する当該企業の分析について述べた詳細な移転価格文書を、「ロー

カルファイル」として各国個別に報告することが求められる。第三に、規模の大きな

多国籍企業は、彼らがビジネス展開する国ごとに、「国別報告書」の毎年の提出が求

められる。これには国別の収入、税引前利益、法人税額（納付税額べ一ス）、法人税

額（当期発生分）、その他経済活動に関する指標が含まれる。国別報告書は究極の親

会社の所在地国で提出され、政府間の情報交換により自動的に共有される。限られた

場面においては、子会社居住地国での提出を含む補足的な方法がバックアップとして

使われ得る。合意された実施計画は、情報が税務当局にタイムリーに提供され、報告

された情報の守秘が確保され、そして国別報告書が適切に使用されることを確保する



81

rBEPSプロジェクト」及び「BEPS最終報告書」の検証

であろう。

　これら三層の文書化が一体となって、納税者に移転価格に関する一貫した説明を求

めるとともに、税務当局に、移転価格リスクを評価し、税務調査に係るリソースをど

こに最も効果的に展開するかを判断し、税務調査が必要な場合には的を絞った調査を

開始するために役に立つ情報を提供する。移転価格文書化について各国で一貫したア

プローチが確保され、税務当局間での情報交換を活用することを通じて各国ごとの報

告が抑制されることから、多国籍企業にも、法令遵守の負担が減るという便益がある。

（2）日本の対応

　平成28年（2016年）度税制改正で、　「BEPS最終報告書」の行動計画13の提言

を踏まえて、多国籍企業グループによるグループ内取引を通じた所得の海外移転に対

して適正な課税を実現するため、多国籍企業のグローバルな活動・納税実態を把握す

るための制度が整備された。

　具体的には、多国籍企業グループに対して、各国共通の様式に基づき、以下につい

て税務当局に提供（または作成・保存）することが義務付けられた。

①「ローカルファイル」

関連者間取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報（確定申告書の提

出期限までに作成または取得し（言語の指定なし）、保存）［同一の国外関連者との国

外関連取引50億円以上または同一の国外関連者との無形資産取引3億円以上の者が

対象］

②「マスターファイル（事業概況報告事項）」

グループの活動の全体像に関する情報（報告対象となる会計年度終了の日から1年以

内にe－Taxにより税務署長に要提出）［連結総収入金額1，000億円以上が対象］

③「国別報告書（国別報告事項）」

国別の活動状況に関する情報（報告対象となる会計年度終了の目から1年以内にe－

Taxにより税務署長に要提出）［連結親会社の収入金額1，000億円以上が対象］

独立企業間価格報告対象となる会計年度終了の日から1年以内にe－Taxにより税務

署長に要提出）

なお、独立企業間価格算定文書の作成、取得、保存義務については、平成28年（2016

年）度税制改正で、次のような見直しがなされている。
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また．各ファイルに記載すべき内容等は次のようになっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：財務省資料を一一部修正

※　これらに加え，特定外国籍企業グループの構成会き1：である内国法人等は，

　最終親会社等届出事∫liを報告対象となる会計年度終了の口までに所轄税務
　署長に提出しなければならないこととされている（措法66の4の41函），，

注44

12．行動計画14：紛争解決メカニズムの効果向上一相互協議の効果的実

　　施

（1）行動計画14の内容

　各国は、「BEPSブロジェクト」により導入される変更が一定の不確実性をもたら

し、何の対応もしなければ、短期的に二重課税や相互協議における紛争を増大させ得

ることを認識している。各国は、国境を越えた取引及び投資の障壁となる二重課税除

去の重要性を認識し、租税条約を巡る紛争解決に関するミニマム・スタンダードにコ

ミットした。これは、特に、相互協議手続を通じた紛争の効果的でタイムリーな解決

への強い政治的なコミットメントが含まれる。このコミットメントには、ミニマム・

スタンダードが満たされ、迅速な紛争解決に向けて各国がさらに進展を進めることを

確実にするための、効果的なモニタリング・メカニズムの構築が含まれている。加え

て、多くの国々が、各国の二国間租税条約において、迅速に、義務的・拘束的な仲裁

条項を盛り込むことにコミットしている。

（2）日本の対応

　租税条約の拡充で対応することになっている。
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13．行動計画15：多数国間協定の策定

（1）行動計画15の内容

　行動計画15では、国際公法や税務の専門家の専門知識を活用し、条約関連のBEPS

対抗措置を実施し二国間租税条約を改正するための、多数国間協定の技術的実現可能

性を検討した。報告書は、多数国間協定の策定されるべきであり、かつ、実現可能で

あることから、多数国間協定のための交渉を早期に開催するべきであると結論付けた。

こうした分析に基づき、多数国間協定を策定し2016年中に署名のために開放するた

め、すべての国が参加可能なアドホック・グループに関するマンデートが策定された。

現時点で（2015年10月20日時点）で87か国が、この作業に対等な立場で参加を

している。

（2）日本の対応

　平成30年（2018年）9．月26日に日本はBEPS防止措置実施条約（多数国間協定）

の批准書を寄託し、平成31年（2019年）1月1日に発効することになった。BEPS

防止措置実施条約（多数国間協定）の内容については、第4章を参照。

第4章BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）の策定の意義及び進展

　　　状況

第1節BEPS防止措置実施条約の策定の意義

　2015年11月に「BEPS最終報告書」が公表され行動計画15により、租税条約に

関する措置を講じる必要があり、OECD租税委員会は2016年11月に「BEPS防止

措置実施条約（正確にはBEPSを防止するための租税条約関連措置を実施するため

の多数国間協定（Multilateral　Convention　to　Implement　Tax　Treaty　Related　to

Prevent　BEPS））」を公表した。同協定に対する各国の参加が募られ、2017年6月

7日にパリで日本を含む76か国（米国を除くG20など）と地域が参加し署名した。

45しかし米国は署名していない。46

　政府にとって税収入の喪失をもたらす税制上の課題に対して多国間で措置を講じ

るものであり、この署名により、本条約の署名国間では、二国間租税条約を改正する

ことなく多国籍企業によるBEPSに対して防止措置を講じることができる。本条約

は、「BEPSプロジェクト」のうち租税条約に直接関係する分野について、二国間租
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税条約を改正する手間を省くことで、スピーディに国際的租税回避を防止しようとす

るものである。BEPS防止措置の効率的な実施手段と位置付けられる。

　また並行してBEPS最終報告書の中に租税条約のOECDモデル租税条約も改定さ

れた。日本の平成30年（2018年）度税制改正では多国間条約とOECDモデル租税条

約に合わせる形で外国企業によるBEPS防止措置一PE関連規定（前述の行動計画7

に基づく、①PE認定されない活動のみを行うことによるPE認定の人為的回避の防

止措置②販売委託契約等を通じたPE認定の人為的回避の防止措置）が講じられて

いる。ゆえに、日本のBEPS防止措置の詳細は、　OECDモデル租税条約を参照する

ことで確認できることになっている。

　日本の多国籍企業にとって、グローバルサプライチェーンの繋がる取引相手国に

多数国間協定に署名した締約国が多く含まれている可能性がある。したがって、こ

の平成30年（2018年）度税制改正におけるPE関連規定の改正内容を理解し多国間協

定の枠組みを把握することが、日本の多国籍企業に求められている。

第2節BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）の内容47

　本条約によって既存の租税条約に導入されるBEPS防止措置は、①租税条約の濫

用等を通じた租税回避行為の防止に関する措置、及び、②二重課税の排除等納税者に

とっての不確実性排除に関する措置から構成され、BEPS防止措置を多数の既存の租

税条約について同時かつ効率的に実施することが可能になる。なお、本条約の各締約

国は、その既存の租税条約のいずれかを本条約の適用対象とするかを任意に選択する

ことができることになっている。

　具体的には、BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）は、　「BEPS最終報告書」

の15の行動計画のうち、行動計画2、同6、同7、そして同14をカバーすることに

なる。BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）では、以上の項目のうち、　「租税条

約の乱用への対応」　（行動計画6）と「紛争解決の進展」（行動計画14）については

各国に対して最低限遵守すべき措置（ミニマム・スタンダード）を義務付けている。

一方、　「ハイブリッド・ミスマッチへの対応」　（行動計画2）と「恒久的施設（PE）

認定の人為的回避の防止」　（行動計画7）については、行動計画2と行動計画7の

「BEPS最終報告書」の内容を採用するような勧告を含んでいるものの、一部の内容

だけを採用することも可とされている。さらに、強制的・拘束的仲裁（行動計画14）

については、これを採用しなくてもいいという意味で選択可能な措置としている。

　また、BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）の位置づけについて、　「既存の二
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国間租税条約の上位として位置づける」ということになった。すなわち日本がBEPS

防止措置実施条約に署名し国会で承認を受けると、BEPS防止措置実施条約の参加国

になる。同じように、日本と二国間租税条約を締結している国や地域国や地域も、

BEPS防止措置実施条約の批准をすることで参加国となることになる。そのような場

合、日本との二国間租税条約のうち、　「BEPS最終報告書」の行動計画2、同6、同

7及び同14に関する規定がBEPS防止措置実施条約により修正されることになる。

たとえば、日本とドイツがBEPS防止措置実施条約に参加する場合、原則として日独

租税条約の規定のうち、「BEPS最終報告書」の行動計画2、同6、同7及び同14に

っいてBEPS防止措置実施条約に修正されることになる。

　平成30年（2018年）9月26日に日本はBEPS防止措置実施条約の批准書を寄託し、

2019年1H1日に発効することになった。アジア国のうち、署名したのが、中国、

韓国、ベトナムとシンガポールで、寄託したのはシンガポールのみで、特に日系企業

に課税が懸念されるPE問題について、行動計画7の取り扱いが共有されるかどうか

不透明である。48また、米国は、署名時に参加していないので、日米租税条約の改訂

をしない限り、日本で、アマゾン・ドット・コムに対して行動計画7のPEの取り扱

いを適用することはできない。49

　日本の多国籍企業にとっては、二国間の租税条約を適用するに当たっては、否応な

しに、BEPS防止措置実施条約の適用関係を踏まえて、既存の租税条約にどのような

修正がなされているかを確認する必要がある。

　そして、BEPS防止措置実施条約の特徴としては、主に5つの規定がある中で、強

制的・拘束的仲裁については初めから選択可能としていること、「租税条約の濫用へ

の対応（行動計画⑥）と「紛争解決の進展」（行動計画14）についてミニマム・スタ

ンダートを達成することで加盟できること、その他の規定についても一部の内容を選

択しないことを認めること、など、非常に柔軟性が高くなっていることがある。50そ

こで、自国の利益を考えたうえでの選択肢を取ることになり、色々なパターンが生ま

れることになる。それも、100を超える国と地域が参加することになっており、関係

国との関係が非常に複雑になると思う。それはある意味でBEPS防止措置実施条約

が機能しないというかBEPS防止措置実施条約の批准書を寄託した日本にとっては

既存の租税条約を修正しても日本企業の現地法人の課税問題が解決されるわけでは

ないとことを意味しているのかもしれない。
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第5章rBEPSプロジェクト」と「BEPS最終報告書」に対する日本の

　　　各当事者からの評価

　上記のとおり、「BEPSプロジェクト」と「BEPS最終報告書」の内容等にっいて、

説明してきた。これから、この「BEPSプロジェクト」と「BEPS最終報告書」に対

する評価について、日本の当事者の評価、すなわち、日本政府の評価（政官側の評価）、

日本経済団体連合会・21世紀政策研究所の評価（産学側の評価）、日本経済団体連合

会の評価（産業側の評価）、及び日本の多国籍企業から「BEPS最終報告書」の勧告

への対応の仕事が増える国際税務の税理士法人の評価、を調べると次のとおりであっ

た。

第1節日本政府の評価（政官側の評価）

1．rBEPS最終報告書」の公表についての麻生財務大臣の談話（2015年

　　10月5日）は以下のとおりである。51

　「本日（2015年10月5日）、最終報告書が公表され、G20財務大臣・中央銀行総

裁会議に提出された。この「BEPSプロジェクト」は、私自身G7やG20などの場で

議論を積極的に主導し、OECDなどの場で議論を先導してきた。国際課税に関する国

際的な協力の歴史において転機となる「BEPSプロジェクト」の成果が、各国の協力

の下、結実の第一歩となったことを歓迎する。

　近年、グローバルな経済活動の構造変化に各国の税制や既存の国際課税ルールが追

いつかず、多国籍企業の活動実態とルールの間にずれが生じている。こうした中、多

国籍企業がこのようなずれを利用することで、課税所得を人為的に操作し、課税逃れ

を行うこと（BEPS）がないよう、各国の税制の調和を図るとともに、国際課税ルー

ルを経済活動の実態に関したものとする必要がある。「BEPSプロジェクト」の最終

報告書は、その実現のため、実態面及び企業の透明性の向上や不確実性の排除といっ

た手続き面を含めた15の行動計画の下、包括的にBEPSに対応する諸措置を勧告し

ている。日本は、本プロジェクトのこのような問題意識に強く共感し、また、とりま

とめられていた対応策を高く評価している。これらの対応策により、企業間において

公正な競争条件が整い、納税者の公平感や税制に対する信頼が確固たるものとなるで

あろう。

　この最終報告書を受け、今後は実施段階（「ポストBEPS」）に入っていくが、「BEPS

プロジェクト」の真価は、グローバルに協調して実施されて初めて発揮される。各国

が、税制を堕落させることなく、「BEPSプロジェクト」の合意を着実に実施するこ
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とを期待する。日本としても、引き続き、実施に向け適切な対応をしていく。また、

「BEPSプロジェクト」の成果が広く国際社会で共有されるよう、引き続き国際的な

議論を先導し、途上国を含む幅広い国とOECDや関係する国際機関が協調するポス

トBEPS枠組みの構築に貢献していきたい。」

　以上のように、「BEPSプロジェクト」は、歴史的偉業、税制において積極的に協

調行動を採る合意ができ、日本が先導的に参加して合意を図った。

　っまり、企業課税を底辺への競争から、協力と協調へと移行していき、協調のない

一方的な措置は、問題を解決するのではなく、より多くの問題を生むことを生むこと

を理解している。つまり、OECD加盟国のみならず、　OECD非加盟国のG20メンバ

ー 8か国も同様に意見を述べ、意思決定に参加したものはじめ、日本が先導的に、協

調と協力の考えで実施したものと言える。」と総括している。

2．2016年6月30日に京都で開催された第92回OECD租税委員会
　本会合での麻生財務大臣による開会の辞の中からrBEPSプロジェクト」

　の意義の部分を抜粋52

「BEPSプロジェクト」の意義として次のように述べている。

　「私は、「BEPSプロジェクト」が歴史的であることの理由として、3つの特徴が

挙げられると思います。

　1点目は、「包括性」です。国際課税は、長らくOECDのような国際会議の場で、

先進国によって議論されてきました。BEPSプロジェクトによって、この慣行は変わ

りました。プロジェクトの成果は、OECD加盟国と非加盟G20メンバー国が対等な

立場で参加し作り上げたものです。他の多くの途上国も、議論に参加しました。

　第2に、「BEPSプロジェクト」は、国際課税における「国際協調」へ大きな一歩

を踏み出しました。課税権は国家主権の中核であったため、以前は、税分野における

国際的政策協調など、想像もつかないものでした。この点、　「BEPSプuジェクト」

において、各国が実施すべき「ミニマム・スタンダード」が作り上げられたのは、驚

くべきことです。プロジェクト参加国は各々の国内法制の改正によるものを含め、こ

の「ミニマム・スタンダード」の実施に同意しました。　「BEPSプ1コジェクト」は、

「競争」から、公平な競争環境を確保するための「協調」へ、税に関する国際的議論

の風景を一変させたと言っても過言ではないでしょう。

　3点目として、　「二重課税の防止」から「二重非課税の防止」への焦点の移動を挙

げたいと思います。これは、課税利益が認識される場所と、経済活動及び価値創造の

場を、より一致させることによって達成されるものです。
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　これら、　「包括性」、　「競争から協調」、　「二重課税から二重非課税の防止」とい

う3つの特徴が「BEPSプロジェクト」が歴史的である所以です。」と述べている。

　さらに、「「BEPSプロジェクト」の真の価値は、グu一バルに協調して実施するこ

とによって、初めて実現されるということを、再度強調しておきたい。「競争から協

調」がキーワードになっている。」と述べている。

3．アジアから初めてのOECD租税委員会の議長に選ばれた浅川財務省財

　　務官のコメント

　「BEPSプmジェクト」の成功にむけた日本政府の積極的な関与の中でも特に重要

な存在であり、アジアから初めてのOECD租税委員会の議長に選ばれた浅川財務省

財務官によると、「BEPSプロジェクト」は、次のように述べている。53

　「国際課税に関する国際協力の歴史において、転機となる2つの意義を有している

と述べている。

①二重課税の調整から「二重非課税」の除去に大きく重点を移していることである。

これまでの国際課税ルールは二重課税の調整を主目的とし、各国の課税権を以下に調

整して二重課税を除去するかといった観点からルールの整備が進められてきた。

BEPSプ1コジェクトにおいては、多国籍企業の活動実態や企業のビジネスモデルの構

造変化等を踏まえ、各国の課税もうから逃れていた所得をいかに捕捉するかという観

点に加え、価値創造の場で課税、すなわち、経済活動が行われ価値が創造される場所

で応分の税を払うべきという観点から、国際課税ルールの見直しが行われている。

　②国際課税における「国際協調」への大きな一歩を踏み出したことである。課税権

は国家主権の中核であることから、各国の税制に関わる国際課税の分野は国際的な協

調が生まれにくい分野であると認識されていた。「BEPSプロジェクト」においては、

国内法令の見直しを含む多くの行動が示され、公平な租税環境を確保するための国際

協調が進んでいる。加えて、　「BEPS最終報告書」はOECD加盟国と非加盟国のう

ちG20メンバーの8か国が対等な立場で参加して取りまとめられたものであり、ま

た、新興国・途上国を含む多数の国・地域がBEPS防止措置の実施に合意しており、

これまでに類を見ないグローバルなレベルで協調的な取組が進められている。」

　さらに、「BEPSプロジェクト」に対する日本の姿勢として、産学官が緊密に連携

して精力的に取り組んだとして、次のように述べている。

　「すなわち、「BEPSプロジェクト」に対し、まじめに納税する日本企業に過度な

事務負担を与え、国際競争上の不利な立場にならないことを確保するという観点から

経団連等経済団体が「BEPSプロジェクト」に積極的に関与し、「BEPSプロジェク
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ト」は既存の国際課税ルールを全体的に見直し、新たに策定されるルールに合わせて、

各国国内法の改正を勧告するものであることから日本の学会もあるべき国際税制と

いう観点から意見を提言してきた。さらに、財務省は「BEPSプロジェクト」の議論

の進行に主導的役割を担うとともに、日本の産業界・学会の意見を「BEPSプロジェ

クト」の最終報告に最大限反映させるべく努めた。」

4．rrBEPSプロジェクト」に関して2016年6月30日に京都で開催さ

　れた第92回OECD租税委員会本会合後に、浅川財務省財務官は、イン

　タビューで以下のように述べている。54

①「BEPSに関する今後の対応」の質問に対し、

　「OECDは2015年のG20サミットに対して報告書を提出し、　BEPSに関する問

題の解消に向けて国際課税ルールをどのように変更すべきかの道筋を明確にした。た

だ、OECDが示したルール自体には法的拘束力がなく、実際に効力を発生させるため

には各国がこの報告書に則ってそれぞれの国内法や租税条約を改正する必要がある。

日本はすでにこれらの論点について必要な法律の改正に着手しているほか、ただし、

作業量が膨大であるため、なお、数年を要することになるだろう。」

②「OECDの現在（2016年時点）の取組は」の質問に対し

　「15の行動計画の論点のうち、国別報告書等ら4つの勧告についてはミニマム・

スタンダードとしてBEPS参加国は可及的速やかに実施することとされている。そ

れも含め、OECD租税委員会では、各国のBEPSに関する作業の進捗状況に関する

モニタリングを行っている。なお、租税条約の改正に際しては、各国とも多くの場合

国会の承認が必要となるうえに、日本だけでも50超の二国間の租税条約を締結して

いる。全世界では租税条約の数は3，000超にもなるため、このすべてについてBEPS

に関する改正を行うことになるととんでもない時間がかかってしまう。そこで、行動

計画15では、BEPSに関連した分野に限って各国の有する租税条約の内容を一気に

書き換える、多国間の租税協定を作ることとしている。この多国間の条約交渉も現在

着々と進んでおり、今年いっぱいまでにテキストを作成しようという段取りだ。」

第2節日本経済団体連合会・21世紀政策研究所55の評価（産学側の評価）
56

　OECD租税委員会による2012年ごろからの「BEPSプロジェクト」検討作業当初

から、日本でこの問題が今後日本企業に大きな影響を及ぼすとして中心的に取り組ん

できた日本経済団体連合会・21世紀政策研究所は、次のように述べている。
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「「BEPSプロジェクト」は、次の2点において、過去半世紀で最大といえるインパ

クトをもった国際課税の改革であると評価している。

　①各国間の国際課税に関する法制度（国内法及び租税条約）自体あるいはその解釈

に乖離がある場合に、その間隙を突いて二重非課税の利益を狙う巧妙なタックス・プ

ランニングの防止を国際協調により保障したこと。

　②国際租税制度の重要な諸原則の実施ガイダンスに生じた金属疲労を補修して移

転価格課税税制に生じてきた国際的租税回避のループホールを閉鎖する合意を達成

したこと。

　しかし、「BEPSプロジェクト」はアグレッシブなタックス・プランニングをター

ゲットにしたため、一般的に厳しいコンプライアンス義務を付加するものが多い。こ

の新たなコンプライアンス義務は、達成しようとする公平な租税負担との関係でバラ

ンスのとれたものかという比例原則に基づく検証を行う役割を、経済界に大きく期待

され、「BEPSプロジェクト」の研究を行ってきた。また、日本経済団体連合会との

協力の下に、日本で初めての取り組みとなる①OECD事務局との定例意見交換会の

開催や②OECD本部での公聴会に日本の経済界から出席して意見表明を行うなど新

たな意見発信の場を開拓してきた。

　日本の多国籍企業は、欧米多国籍企業のアグレッシブなタックス・プランニングと

は一定の距離を置いているという評価を一般的に受けている。むしろ、アジアを中心

とした直接投資の場では現地課税当局のアグレッシブな課税攻勢に直面する困難に

対処してきたという特徴を有している。そのような日本の多国籍企業の情況に鑑み、

経済界からの積極的な情報発信は、「BEPSプロジェクト」の諸提言に対し多面的に

比例原則に配慮した意見を提供できるステークホルダーとして重視され、多くの意見

が「BEPS最終報告書」にも反映されている。」と評価している。

第3節日本経済団体連合会の評価（産業界側の評価）57

　日本経済団体連合会の「BEPSプロジェクト」の評価は次のとおりである。

「「先進国のみならず途上国も含めた合意形成・実施が見られることもあり、今回の

プロジェクトは税制における従来の国家間の競争から新たな協調の時代への転換点

とも評される。

　今後、勧告内容に沿ってOECDモデル租税条約やOECD移転価格ガイドラインが

改訂され、各国の国内法についても必要な整備・改正が見込まれる。これらは経済の

グローバル化に対応した新たな国際課税制度の構築に資するものであり、また、一部
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の多国籍企業による過剰な節税策の抑制、企業間の競争条件の均衡化につながるもの

として、一定の評価ができる。

　しかし、新たな移転価格文書化制度の導入に代表されるように、企業のコンプライ

アンス・コストは確実に増加する。こうした中、勧告の実施・解釈において各国で不

整合が生じ、国際協調を反故にする一国主義的な動きが出る場合には、事務負担の一

層の増大に加え、二重課税のさらなる拡大が懸念される。

　このような弊害は防止しなければならない。国際社会は今後、勧告内容の一貫性の

ある実施を担保すべく、各国の行動をモニタリングする必要がある。特にアジアにお

けるビジネス規模が相対的に大きい日本企業にとっては、アジア諸国における勧告の

遵守が欠かせない。

　一方、国内では最終報告書を踏まえた国内法制化が課題となる。租税回避の防止の

みならず、企業の競争力強化の視点も踏まえた議論が求められる。その際のコンプラ

イアンス・コストとのバランスにも十分、配慮する必要がある。」と評価している。

第4節国際税務の税理士法人の評価58

　rBEPS最終報告書」の勧告に対する日本の多国籍企業の対応により、仕事の依頼

が増える国際税務の税理士法人は、次のように評価している。

「OECDは、「BEPSプロジェクト」を国際租税政策の「100年に一度の変革」と位

置付けています。しかし「BEPSプロジェクト」は租税の歴史上最も重要な変革とい

っても過言ではありません。国際連盟の主導で租税条約が締結されるようになってか

ら約1世紀、BEPSによる変革は租税の「ルール」のみならず、税の「機能」そのも

のを変えることになります。

　rBEPSプロジェクト」対応をめぐっては不確定な部分が多く、今のところ様子見

の姿勢を採る企業が多いのも事実である。しかし、必要に迫られるまで状況を見守る

のみというスタンスは、企業にとって最善の税務戦略とはいえません。BEPS対応に

より企業に求められる対応は広範囲に及び、その多くは準備に相応の時間と労力を要

します。短期間で大規模な変更をしようとすると、社内の税務体制に不備が生じ、結

果的に税務リスクが増大するおそれがあります。新たな環境に順応するにはBEPS対

応の影響を十分に分析し、その対応を考えた戦略的アプローチをとる必要がありま

す。」と評価している。
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第5節rBEPSプロジェクト」や「BEPS最終報告書」に関する日本の各当

　事者からの評価のまとめ

　以上4までの文献等からの引用に、「BEPSプロジェクト」や「BEPS最終報告書」

をフォm一している関係者や民間企業からのヒヤリングを加えて、まとめると以下の

とおりと思料される。

　（1）まず、政官界は、税制には各国の租税主権という考えがあり、国際協調が取りに

くいの中で、日本政府がG20等の場での国際協調の先導をしたということで高い評

価をしている。

　（2）官側は、浅川財務省財務官がアジア初のOECD租税委員会の議長に選ばれてG7

やG20などの場で積極的に主導し、日本政府の支持も受けOECDなどの場で議論を

先導してきたなど重要な役割を果たしたことがあり、さらに財務省が「BEPS最終報

告書」に基づく一連の税制改正を行うことができているということから、産業界の懸

念を抑える意味もあるのかもしれないが、「BEPSプロジェクト」が「BEPS最終報

告書」になった成果を大いに誇っている。59

　（3）産学側は、日本経済団体連合会・21世紀政策研究所は、日本経済団体連合会の

意見を反映すべく依頼を受け日本経済団体連合会とOECD租税委員会の合同会議に

参加し意見交換をしてきた。　「BEPSプロジェクト」と「BEPS最終報告書」に対し

ては、日本の産業界からの申し入れを織り込むことができ、その報告書は、税制の隙

間を利用して二重非課税を獲得していた欧米の多国籍企業と、グローバルビジネス上

の不公平を是正することの道筋をつけることを目的にしており、「BEPSプロジェク

ト」に参加していくべきであるとしている。その後の各国の実務や執行上の懸念に触

れながら、「BEPS最終報告書」を受けて外資系企業に課税強化を進めるアジア諸国

や、最終報告書を超えて税制改正が進みそうな先進国への対応を注視していくとして

いる。60

　（4）産業側は、公式には、「BEPSプロジェクト」に対して、その成果を評価してい

るが、高い評価ではなく、一定の評価という表現にとどまっている。そもそも、BEPS

の認識は、最初、ヨーロッパで懸念された米系巨大IT企業の納税の実態から出発し

たもので、これらが提起した問題は日本の多国籍企業にとって喫緊の課題なのではな

いという認識があった。また、「BEPS最終報告書」後に、国際協調を反故にする一

国主義的な動きが出る場合には、事務負担の一層の増大に加え、二重課税のさらなる

拡大が懸念される。アジア諸国が「BEPSプnジェクト」や「BEPS最終報告書」の

勧告内容を超えて日系を中心とした外資系企業に対する課税強化の怖れを警戒して
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いる。政府に対しては、「BEPS最終報告書」の勧告による税制改正においては、BEPS

の目的の租税回避の防止のみならず、日本の多国籍企業の国際競争力の視点を踏まえ

た議論を行ってほしいとしている。特に、　「BEPS最終報告書」の行動計画13の勧

告により導入された新たな移転価格文書化制度など、企業のコンプライアンス・コス

トが確実に増加するが、日本の多国籍企業の国際競争力向上とのバランスに配慮する

べきとしている。61総じて、表面的には、政府の意向に従うが、　「BEPSプロジェク

ト」の本来の目的がグーグルやアマゾンなど米系巨大IT企業の行き過ぎたタックス・

プランニングであり、日本の多国籍企業にはほとんど関係がないが、「BEPS最終報

告書」では、日本の多国籍企業のビジネス規模が大きいアジア諸国で勧告の新たな移

転価格文書化制度やPE認定のいいとこ取りをして日本の多国籍企業に対し課税強化

を図り、二重課税のさらなる拡大が懸念している。「BEPS最終報告書」の行動計画

14の勧告で相互協議の効果的実施が勧告されているが、日本とアジア各国との相互

協議が二重課税の解決にこれまでほとんど機能しておらず期待できないとしている。

　（5）2018年（平成30年）10月付けの公益社団法人日本租税研究会の「平成31年

度祖研会員の税制改正意見集」では、　「BEPS最終報告書」の勧告への対応として以

下のように意見が財務省に提出されている。

「BEPSアクションプランにあたっての配慮（全般）（原文のまま）

①BEPS行動計画の残課題として、利子税制の見直しや所得相応基準の導入が検討さ

れているが、BEPSの対象となる企業が少ない日本において稚拙に制度の導入を進め

る必要性は未だに理解し難い。国際協調の重要性は理解する一方で、現状では企業の

実務負担のみが増加する懸念があるため、日本の企業の実態を十分踏まえることを望

む。

②国際的な租税回避（BEPS：Base　Erosion　and　Profit　Shifting税源侵食と利益移転）

を防止する観点から、国際課税制度の見直しが提唱され、わが国を含む各国・地域で

国内法改正委が進められている。引続き、わが国の対応においては、日本企業の活動

実態や事務負担等に充分配慮した上で、企業の海外での事業展開を促進・円滑化し、

海外の活力を取り込むことで経済成長に資するべく、グm一バルな企業活動を阻害し

ないという観点からの、慎重な検討が必要である。

③OECDの「BEPS行動計画」の勧告に沿って、各国で対応が進められており、わが

国でも法制化が行われているが、租税回避防止策を強化することで、租税回避を意図

しない企業に対しても事務負担の増加をもたらす結果となっている。今後の制度改正

及び執行においては、わが国企業の租税回避リスクを十分見極め、目的を超えた課税
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の強化や制度全体の複雑化によるコンプライアンス・コストの増加を招くような改正

とはならないよう適切な対応が必要となる。」

　「BEPS最終報告書」の勧告に沿っての税制改正等において、目本の企業の実態や

コンプライアンス・コストの無駄な増加や日本企業の成長戦略に配慮した慎重な対応

を求める意見がBEPSアクションプランにあたっての配慮（全般）として意見が寄せら

れている。

　以上のように「BEPSプロジェクト」の検討や「BEPS最終報告書」の取りまとめ

にあたっての功績は、国際租税の分野の進展には多大な功績があったが、逆に日本企

業にとってメリットがなくて重い事務負担や法人税負担を負わせたことになってい

るのでないかと疑問に思うところがある。日本企業は、2015年ごろ話題になったパ

ナマ文書に対する国民の非難にBEPSの議論と直接関係はないものの配慮したかも

しれないが、あからさまにBEPSプロジェクトの批判することを遠慮していたよう

である。第6章で、国際協調の名のもとに行われようとしている日本の「BEPS最終

報告」への対応や国際課税に関する一連の税制改正を含む租税政策を、筆者の国際課

税の実務経験を踏まえて検証することとする。

第6章rBEPSプロジェクト」及び「BEPS最終報告書」に対する検証

第1節rBEPSプロジェクト」及びrBEPS最終報告書」の意義

　「BEPSプロジェクト」は、自国内で活発な経済活動を行う外国多国籍企業に対し

て、自国の課税権を行使できないという事象を生み、このことは自国の経済発展が国

家税収には反映されず自国財政に極めて大きな不安定要素をもたらすと認識したこ

とが起点であろう。まさに、国家としての死活問題にもなりかねないものとして、問

題視し、これらのスキームの温床となっている現在の国際課税の枠組みは転換の必要

性が強く叫ばれたのである。

　さらに、多数の国を跨ぐスキームに対応するためには二国間の条約だけでは不十分

であり、より多くの国が同時に採用できるような制度が必要となり、OECD加盟国と

OECD非加盟のG20メンバー8か国が協調して15のBEPS行動計画ができあがっ

たのである。これらの多国籍間における同時採用という観点から、従来から国際課税

について積極的な関与を行ってきた国際機関であるOECDからの提言という形をと

りつつ、より強い拘束力を持つ各国政府部門の合議体である2015年のG20首脳宣言
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を通して、各国が協力して全面的支持を与えるという対応がとられた。こうして、二

国間の租税条約や移転価格税制を基礎とした国際税務の枠組みでは対応しきれなく

なった新たな国際的課税回避スキームへの対応を目的としてBEPSへの対応が

「BEPSプロジェクト」として制度的に進められたといえる。いずれにしても、税制

について初めて、国際的な協調性を図る議論を多数の国々が参加して進めて最終報告

書にっながったことは、国家としては大変大きい成果といえる。

　ただし、外面的には、BEPSへの対応を何としても早急に解決しなければならない

ということで各国の利益が一致したが、外交面、通商面、および住民運動等で一国主

義、自国ファーストというナショナリズム的な動きを取る国が多い状況で、なぜ税制

という外国からほとんど干渉を受けない分野で国際的な協調性がとられることは信

じられない。内面的には「BEPSプロジェクト」参加国（OECD加盟国とOECD非

加盟のG20メンバー8か国とその他の国の計44か国で経済規模は全世界の9割を占

める）の思惑は、次の二つあると考えられるであろう。

　それは、第一にOECDの加盟国は税制を駆使して外資系多国籍企業の誘致を図る

国（たとえば、米巨大IT企業の租税回避の例で登場するアイルランド等、タックス・

ヘイブン国、途上国など）へのけん制と、第二にOECD、　G20のOECD非加盟国の

国々及び途上国は、高度なタックス・プランニングを行う多国籍企業への情報開示の

要求であると思われる。

　まず、多国籍企業の親会社（以下内資系多国籍企業とする）を多く有する国は、ほ

かの国の企業誘致を狙った税制を廃止してほしいというのが本音であろう。しかし

OECDで規定される有害税制と呼ばれる極端な税制以外は、各国の主権を尊重しな

ければならないし、租税高権62の考えのもと各国の国内法である税制を規制できな

い。内資系多国籍企業を多く有する国すなわち先進国は、人口の高齢化、財政難に悩

んでおり、内資系多国籍企業に対して、海外税制を利用したタックス・プランニング

を控えて、できるだけ自国内に工場を建てて国内で雇用し、利益を還元してほしいと

内心思っている。

　そこで、せめて、税金の取りそびれがないように、多国籍企業の特に外資系の多国

籍企業の情報を徹底的に情報開示というのは、内資系及び外資系の多国籍企業を多く

有する国側（OECDの加盟国）の希望である。情報開示は、租税政策及び産業政策で

企業誘致をした国々（たとえば、米巨大IT企業の租税回避の例で登場するアイルラ

ンド等、タックス・ヘイブン国、途上国など）の方はより強く望んでおり、誘致した

企業からもっと税金を取る材料がないかを必死に狙っている。また、「BEPSプロジ
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エクト」参加国は、自国に本社がある多国籍企業（内資系多国籍企業）にはできるだ

け「BEPSプロジェクト」の影響が少なく、内資外資無差別の原則に反し外資系の多

国籍企業に対しては徴税強化を課すであろう。さらに、その国、特に独裁国やナショ

ナリズムが強い国（たとえが適切かどうかについてはご容赦願う）が、自国産業育成

という自国ファーストの考えがあれば、2018年12月の中国でのカナダ人の報復逮捕

のように、恣意的に法外な税負担を外資系多国籍企業求めることもありうるのであろ

う。内資系多国籍企業のある国が、そのことを批判しようとすると、外資系多国籍企

業を自国の税法に基づく租税高権であるとか、OECDに加盟していないと言われれ

ば、相互協議も全く役に立たず、泣き寝入りになるであろう。相互協議時に、日本で

外資系企業に移転価格課税した際に、相手国大使館から国税庁に抗議の申し入れがあ

ったり、大統領来日時に総理大臣への面会事項に入っていたりなど、圧力があった。

しかし、日本は、海外で日系企業に対し追徴された個別課税事案について、政治外交

レベルで取り上げない例外的な国であろう。

　いずれにせよ、各国とも「BEPS最終報告書」のうち自国に都合のいいところを法

制化して、自国でビジネス活動をしている外資系多国籍企業からしかるべき法人税収

を獲得したいということが自明であると思料される。

　そもそも、米巨大IT企業の国際的租税回避が「BEPSプロジェクト」の発端であ

るが、今後のポスト「BEPS最終報告書」においても、本質的には各国の課税権確保

争いになり、自国の税収確保の観点から激しい国際的議論が展開されるであろうし、

「BEPS最終報告書」にミニマム・スタンダード等の拘束力やモニタリング等のけん

制が規定されているものの、「BEPSプロジェクト」参加国特に米国や中国等のOECD

非加盟国においては、税制改革や税務執行も自国ファーストの観点で行われることは、

想像に難くない。その結果、巨大IT企業ではない多国籍企業、特に多くの海外進出

を抱える日本の多国籍企業は、追徴課税を受け二重課税がさらに多くなる可能性が高

いと予測される。

第2節巨大IT企業のBEPSに対する税務執行および税制整備の現状と

　　　見通し

1．外国での巨大米IT企業のBEPSに対する税務執行および税制整備に

　ついて

　そもそも、「BEPSプロジェクト」の発端は米国の巨大IT企業（グーグル、アップ

ル、フェィスブック、アマゾン・ドット・コム、：いわゆるGAFA）やスターバック
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スなど米国ではIRSが満足する納税をしているが米国以外での租税回避策で納税を

少なくしていることで、欧州諸国で火がついた。しかし、2015年の「BEPS最終報

告書」の行動計画1（電子経済（Digital　Economy）に係る課税上の課題への対処）

では、法人税に関して電子経済に固有のBEPSリスクは存在せず、　「BEPS最終報

告書」の他の勧告内容を実施することで、BEPSに対して実質的に対応可能である

との結論に至った。ただし、各国が、条約上の義務と整合的な国内法上の措置とし

て導入することができ、また勧告としてのオプションの導入可能性について引き続

き検討するとされていた。それを受け、OECDは2018年3月に行動計画1の中間

報告書を公表し、グローバルなIT企業への課税見直しについて2020年までに各国

が合意できるような解決策の策定に取り組むとした状況の中で、すでに、巨大IT企

業に対し、積極的に課税強化の動きも進んでいる。63

　2013年6，月、スターバックスは、節税への取組への消費者の批判を考慮して、英

国税務当局に500万ポンド（約7億5，000万円）の法人税を自発的に支払ったこと

を公表した。英国政府は2015年に意図的に税金を逃れた場合には高税率を適用する

通称「グーグル税」を導入し、グーグルは英国税務当局と1億3，000万ポンドの追徴

で合意したと発表した。64

　2017年12月、イタリア税務当局は、アマゾン・ドット・コムが1億ユーロ（約

130億円）の追徴を支払ったと発表し、2017年5月グーグルが3億ユーロの追徴支払

いの合意をとりつけたとしている。フランスとスペインでは、グーグルの現地法人が

租税回避で家宅捜査をした。65

　欧州連合（EU）の欧州委員会は、2015年に、スターバックス、フィアット・クラ

イスラー・オートモービルズ、マクドナルドがオランダやルクセンブルクと米国との

租税条約を利用して二重非課税になっている税優遇が違法と判断し、2，000万ユーロ

（27億円）～3，000万ユーロ（41億円）の追徴を提示した。66欧州連合（EU）の欧州

委員会は、2016年には、アイルランドの税制優遇措置がEU法に違反するとして、

同国がアップルに認めていた税制優遇によって損ねていた税金を取り戻すため最大

130億ユーロ（約1兆7千億円）をアップルに追徴するよう求めて、2018年4月に

アイルランドが欧州連合（EU）の欧州委員会の指示を受け入れアップルから税金の

追徴を始めることで合意したと報道されている。672017年10月には、欧州連合（EU）

の欧州委員会はルクセンブルクがアマゾン・ドット・コムに最大2億5千万ユーロの

違法な税優遇を与えていたと認定し、追徴課税で取り戻すように指示した。68さらに、

2018年3月には、米IT大手を念頭に置いた「デジタル税」の導入も加盟国に提案し
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た。欧州連合（EU）の欧州委員会のデジタル課税案では、従来のように利益に対し

てでなく、EU域内の売上高の3％を課税する。　EU全体の税収見込みは年50億ユー

ロと見込んでいる。69

　2018年10月に、英国政府は2020年4月から他の先進国に先行して、IT大手を狙

い撃ちした新たなデジタル課税に踏み切った。G20やEUなどの場でも主要テーマ

になっているものの、各国の利害がぶつかり合意形成が難航していたが、英国がしび

れを切らし、見切り発車したと言われている。新税制案は、ソーシャルメディアのプ

ラットフォームや検索エンジン、オンライン取引を手掛ける業者が対象で、英国で稼

いだ売上高に2％課税するとし、世界の売上高が年間5億ポンド（約720億円）以上

の黒字の事業部門だけを対象にする方針であると発表した。70

　2018年12月に、フランス政府もIT大手の広告収入やデータ売買によって得た収

入などに税金をかける「デジタル税」を2019年1月からは始めると発表した。年間

5億ユーロ（約650億円）を見込んでいる。71

　EU以外では、イスラエルが2016年に外資系のネット企業（グーグル、フェィス

ブックなど）に対し、国内からのアクセス数の多さなどを基に課税する新ルールを実

施。IT大手に対する課税強化は、イタリアやオーストラリアやインドネシアやイン

ドやマレーシアなどに広がっている。72

2．日本での巨大IT企業のBEPSに対する税務執行および税制整備

　について

　一方、日本では、2009年に東京国税局が米アマゾンの日本事業を巡り、日本の施

設をPEと認定して約140億円の追徴課税の処分を下した。73だが、当時の国際課税

ルールに基づく日米租税条約があるため、相互協議で、追徴課税が取り消されたよう

である。74

　2016年には米アップルの日本で音楽や映像のインターネット配信事業行っている

子会社が20％の源泉徴収が必要な使用料支払いをiPhone等のアップル製品の取引に

一定割合上乗せする形で、源泉徴収を逃れていたとして120億円追徴したと報道さ

れている。75

　2019年1月グーグルの日本法人が、広告事業を担いながら広告料で得た利益を、

日本の法人税の実効税率（当時32．11％）より低いシンガポール（同17％）に移すこ

とで、日本国内での税負担を抑えていたと東京国税局が判断して、約35億円の追徴

を指摘された。グーグル側は、追徴課税に対する修正申告を認めるコメントを出した。

76
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　しかし日本では、IT大手への適正な課税が難しい理由は、企業活動の実態を把握

しにくいことにある。一つは、ITや経済のグローバル化で日本に拠点がなくても利

益を生み出すことが可能になったからだ。日本国内に工場などがあるような企業活動

の実態把握ができる税務調査とは大きく異なり、米IT大手については、契約方法や

関係者の有無、日本法人の権限など実体が把握できないと言われている。米IT大手

の地域別の売上高や利益の情報開示に消極的な姿勢も、税務調査を難しくしている。

グーグルの親会社のアルファベットの2017年の売上高は1，100億ドル（約12兆円）

だが、日本市場での売上高は、日本法人が合同会社のため決算公告が不要のため、非

公表になっている。77

3．巨大IT企業のBEPSに対する税務執行および税制整備の今後の

　見通し

　もちろん、現行の国際的な法人税ルールが、国際展開する企業に対し、支店など経

済拠点に基づいて各国で課税額を計算するのが原則であるため、拠点をほとんど持た

ずにネットを通じて莫大な利益を得る米IT大手に対する課税は原則が通じないこと

になっている。そのため、G20とOECDは、2020年をめどに、いわゆるネット取引

などのデジタル経済に対応した法人税の共通ルールの見直しを目指しているが難航

している。背景には、課税額の算定方法などを巡り課税強化を目指す欧州と、グーグ

ルなどの巨大IT企業の存在感が高まる米国や、アリババ集団やテンセントという新

興IT企業を抱える中国と意見の対立があり、足並みがそろっていない。78

　税制の専門家は、各国で独自ルールが乱立すれば、複数国による二重課税など混乱

を生むという懸念があり各国と協調した税制整備の必要性をしている。しかし、巨大

IT企業の本社が所在する国に偏って納税されている状況の中で、巨大IT企業の本社

がない日本が、BEPS状況かもしれない巨大IT企業の納税状況にメスを入れられず

に、増える財源確保の深刻な問題を抱える中で、国際協調を主張するのが日本であっ

てはだめで、他の国のようにしかるべき税収を確保すべき手立てを考えるべきであろ

う。

　税の徴収権（課税権）は国家主権に基づく固有の権利と位置付けられ、他国の支配

に服さない統治権力である租税高権と呼ばれている。そういう事情の中で税制の国際

協調というのは通商問題等に比べ各国ともあり得ないものであるはずだ。G20で

BEPSを最重要課題と位置付けたのは、国際協調とは表向きで、内心は各国とも増え

る財政事情に対応するための課税権確保の議論であったといえるであろう。79
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第3節「BEPSプロジェクト」及び「BEPS最終報告書」に対する日本に

　　　とっての影響

「BEPSプロジェクト」及び「BEPS最終報告書」が日本にもたらした影響を、①先

導的な役割を果たした日本政府、②ポストBEPSでアジア諸国での課税攻勢を懸念

している日本企業、③「BEPS最終報告書」の勧告に基づき2015年以降毎年の国際

税制の税制改正によりBEPS対策が期待されている税務執行当局（国税庁や東京国

税局等）について、以下のとおり、検証してみた。

1．日本政府

（1）メリット

　「BEPSプロジェクト」によりBEPSがもたらす「二重非課税」や「価値創造の場

と納税の場の乖離」という問題が各国で認識されたことが挙げられる。すなわち、

「BEPS最終報告書」の勧告が実施されることになり、各国政府にとっては、多大な

コストをかけることなく多国籍企業の租税回避行為を防止することができ、BEPSに

よる税収の減少を防ぐとともに、税制に対する信頼を回復することが期待できる。

　また、これまで、二国間租税条約を悪用して多くの国際的租税回避が行われたこと

により各国で多くの税収が失われてきたが、「BEPS最終報告書」の勧告によりBEPS

防止措置実施条約が租税条約関係の抜け穴を防ぐために策定された。その結果、既存

の二国間租税条約を改正することなく、このBEPS防止措置実施条約という一っの

条約に署名し、各国の国会で一度承認を得ることによって、その国や地域はその国の

納税者が関係する国際的租税回避を一定程度防止することが期待できる。

　2015年の「BEPS最終報告書」の勧告により、既存の国際課税ルールを全体的に

見直しが行われ新ルールに合わせた国内法の改正の勧告に基づき、平成27年

（2015年）度税制改正以降、毎年税制改正を行うことができた。平成27年（2015

年）度税制改正で「国外転出時課税」及び「国境を越えた役務の提供に対する消費

税の課税の見直し」を導入し、平成28年（2016年）度税制改正では移転価格税制

に係る「同時文書化」や「国別報告書」などが導入され、平成29年（2017年）度

税制改正では、外国子会社合算税制が抜本的に改正され、平成30（2018）年度税制

改正では、PEの定義を含む関連国内税法を改正し、平成31年（2019年）年

度税制改正では、収益相応性基準の導入など移転価格税制の見直しを行った。

　「BEPSプロジェクト」にはOECD加盟国のみならず、　OECD非加盟国のG20メ

ンバー国8か国（中国、ロシア、インド等）もOECD加盟国と同様に意見を述べ、
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「BEPS最終報告書」の取りまとめの意思決定に参加した。その結果、　G8／G20で、

議題に上がるなど国際協調を図ることができた。また、ヨーロッパ人以外では初めて

浅川財務官がOECD租税委員会の議長になり日本政府挙げて「BEPS最終報告書」

策定に先導的な役割を果たし、2015年の11月のG20の首脳から全面的な支持を得

た。

（2）デメリット

　各国では、人口減少、高齢化、および社会保障費対策費用の増加など財政事情が窮

しているなか、租税政策でも、法人税減税等で、自国企業の成長及び国際競争力を支

援している状況の中で、「BEPS最終報告書」は、コンプライアンス・コストの増加

や、外国税務当局の徴税強化により連結利益の減少により日本に本社がある多国籍企

業の業績の足を引っ張ることになるであろう。

　2019年2月に政府は、東日本大震災後の2012年12．月に始まった現在の景気拡大

局面が75ヶ．月に達して戦後最長を更新しているとしている。80しかし、景気回復で

所得税収が増えても法人税収があまり増えていないとしたレポートがある。812012年

度と2015年度に法人税率引き下げによる減税の影響があったが、2012年度から2017

年度にかけての国内法人の連結べ一スの経常利益は5年連続で過去最高を更新して

いるにもかかわらず、2．2兆円の法人税収の増加（その間の所得税収の増加4．9兆円）

にとどまっている。さらに、その理由が、日系多国籍企業の事業戦略上の海外移転で

あるかもしれないが、それ以外にアジア各地での課税強化に窮して日本の本社の利益

を海外に移転したり、あるいは現地生産化促進を選択しているなら、今後BEPSプロ

ジェクトの勧告を利用してアジア各国等でより厳格な税務調査による徴税強化がな

されると、さらに法人税収の伸び悩みという深刻な事態になりかねない。また、進出

先の現地法人が実際あまり儲かっていないのに、現地税務当局による移転価格税制の

執行上、赤字または少ない所得は認容せず一定の利益を約束しなければならない移転

価格課税の追徴が横行しており、現地法人の法人税負担が増えてくることになると、

その分、日本本社からの支援が続いたりして、最終的には現地法人の清算撤退をせざ

るを得ず、その場合に日本の本社にとっては海外投資損失として巨額の特別損失を計

上することになり、それが日本での法人税収減の拍車がかかるのではないかと予想さ

れる。また、内部留保が増えていて約430兆円といわれているが、必ずしも国内での

利益留保が増えているのでなく、そのうち約280兆円が海外の工場や設備資産で、海

外投資が増えている結果ともいわれている。

　BEPS行動計画13の勧告に基づき平成28年（2016年）度税制改正により「同時
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文書化」や「国別報告書」等の作成義務が導入されたが、これら作成にあたり税理士

法人等への支払いはすべてコンプライアンス・コストといえばそれまでだが、それら

はすべて損金となり、法人所得を減らし、法人税収減となるであろう。もちろん、そ

の分、税務執行費用が少なくなれば相殺されるかもしれない。

2．日本企業

（1）メリット

　日系多国籍企業は、日本においては、決められた制度における納税自体は企業の社

会的責任の一環であるとの考えが根強く、積極的にクロスボーダーの経済取引を利用

した過剰な節税策を実施している企業は少ないといわれている。そのため、日系多国

籍企業にとっては、租税回避を行う外資系多国籍企業との競争条件の不利が是正され

ることが期待できる。

　また、「BEPS最終報告書」の勧告を、各国が順守すれば、多国籍企業にとって、各

国で国際租税制度の統一的な運用が期待でき、現地での法人税負担の予測可能性が高

くなり、事業戦略も策定しやすくなるであろう。

（2）デメリット

　日本国内の法人数は約250万社で、そのうち平成29年（2017年）10月1日時点で

海外に進出している日系企業の総数（拠点数）は，75，531拠点で，前年より3，711拠

点（約5．2％）の増加となり，過去最多となっている。82

　一方、日本に来ている外資系企業数が3，266社83（2018年3月末現在）であり、

日本に本社がある多国籍企業の海外進出が突出している。それらの現地企業が海外で

厳しい税務調査による徴税強化の影響を受けたり、あるいは影響を受けないように事

前に意図的に利益を多く残すような行動をとった場合、日本国内の本社等の利益に影

響が出てきたり、連結決算での法人税等の負担が増えて、最終利益が減り、企業の内

部留保や設備投資に悪影響が出る。

　BEPS行動計画13の移転価格文書化の勧告には、特に非OECD加盟国は自らの課

税権確保に従来以上に強化しようとして強い関心を有していた。同勧告に基づき平成

28年（2016年）度税制改正により新たに「同時文書化」や「国別報告書」等の作成

が求められている。国別報告書はBEPS最終報告書においてミニマム・スタンダード

（すべてのOECDG20加盟国が一貫した実施を約束するもの）とされ、三文書の中

でも特に拘束力の強い内容になっている。

　今後、場合によっては、企業は、課税当局に新たな機密性の高い企業情報を記載し

た文書を提出しなければならなくなる。日本では、税務当局が中心となって他の行政
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当局（たとえば、警察や税関や公正取引委員会など）とする情報の交換はほとんどな

いが、海外では税務当局を含みオール調査捜査当局が一体となって行動することがあ

り、機密情報の記載された両文書が子会社を通じてライバル企業に漏洩する恐れがあ

る。また、提供された数値情報のみに依拠して、新興国の課税当局からの不適切な課

税が行われるのではないかとの心配もある。課税当局がそれらの文書をもとに一層、

厳格な税務調査を行ったり、本来の目的から逸脱して利用する恐れもある。また、各

国の税務当局が新たな国際課税ルールを自国の都合の良いように恣意的に解釈した

りあるいは一国主義的な動きが出てきた場合、その結果、企業に莫大な税金が課され

たりすることが懸念されている。84

　中国のようにWTOに加盟していても知的財産侵害が横行し、まったく改善されて

いない。同様に、BEPSプロジェクトに参加しても非OECD加盟国であることをい

いことに、いいとこ取りして日系企業などの現地法人への徴税強化に使う可能性があ

る。すでにアグレッシブなPE認定により中国を中心にアジア各国で追徴認定を受け

ているが、今回のBEPS行動計画7の勧告に基づきPE認定の人為的回避への対応で

の準備的・補助的活動について引き渡し等に関連するすべてについて、準備的・補助

的性質に限りPEにあたらずと明示したことは日本企業には心強いものになってい

る。85

　また、オンライン販売のための巨大倉庫は、実質的に判断して準備的・補助的性質

ではないためPEと認定されたことは意義があった。しかし、準備的・補助的性質に

ついては実質判断を行うことになるので、各国の税制改正についてはその内容を理解

して立法し、執行すれば問題はないはずであるが、その解釈や執行がずれていると日

本企業に悪影響を与える可能性が強い。また、BBEPS行動計画7の勧告に基づきPE

認定の人為的回避への対応において倉庫の形態の一部をPEとする対策が提案されて

いる。それを拡大解釈して普通の倉庫に対してPE課税がされてしまう可能性がある。

　また、BEPS行動計画8～10では価値創造の場での考え方があるが、価値は何なの

かが問題である。生産という価値もあれば、需要という価値もあり、価値の考え方で

見解が分かれる。開発途上国の利害を反映した国連移転価格マニュアルがあり、中国

はロケーションセービングを重視し、国外関連取引に関する利益は中国においてより

多く計上すべきことを強調しており、租税主権の問題として相互協議では全く解決し

ていない。

　BEPS行動計画8～10の勧告ではロケーションセービングは所有・管理することが

できないことから無形資産にあたらないとされたが、ミニマム・スタンダードに比べ
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拘束力が弱く、中国の税務執行では、自国に都合がいい場合には無形資産と認定して

無形資産からの収益の増額調整を通告するなど使い分けしていくと考えられる。86

　また、平成28年（2016年）度税制改正により新たに同時文書化や「国別報告書」

等の作成が求められることになったが、企業がこれを作成するにあたり四大監査法人

系の大手税理士法人に作成依頼することになると、売上が1，000億円以上の大企業の

場合、「国別報告書」など4つの報告書の作成費用が1，000万円かかるといわれてお

り、さらにローカルファイルについては、利益のベンチマークを3年ごとに更新しな

ければならなく、それに100万円以上かかるといわれている。大手税理士法人にとっ

て2017年以降、多数の多国籍企業から同時文書化事務サポート依頼の特需が到来し

ているといわれている。

3．日本の税務当局（国税庁、東京国税局）

（1）メリット

　BEPS行動計画で、多国籍企業の租税回避に対し国際協調して取り組んでいるとい

うことで、あわせて実際は直接関係がないがパナマ文書等の富裕層の租税回避へも対

処しているのではということで納税者からの信頼をえて、税務当局に対する信頼が高

まっている。

　従来の文書化義務と資料情報の提出義務がBEPS行動計画13の勧告を踏まえ平成

28年度の税制改正で強化された。これを同時文書化という。法人が国外関連者との

間で国外関連取引を行った場合には、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定

するために必要と認められる書類を、確定申告書の提出期限までに作成し、7年間の

保存義務が設けられた。（これをローカルファイルという）さらに、新たに、国別報

告書（多国籍企業グループが各国で行う事業活動にかかる収入金額、税引き前利益の

額、納付税額などを記載した国別報告事項を記載した文書）、マスターファイル（多

国籍企業グループが各国で行う事業活動についての概況）、最終親会社等届け出事項

（最終親会社等に関する情報）も企業から提出を受けることになった。移転価格税制

が適正に執行するためには、課税に必要な所用の資料が課税当局の手許にスムーズに

集められることが必須であり、従来よりも移転価格調査の選定に役に立ち、より多国

籍企業の実態解明につながることが期待される。

（2）デメリット

　なお、外資系企業については、ローカルファイルの提出のみであり、日本の税務当

局が国別報告書やマスターファイル等が必要な場合には租税条約に基づく情報交換

により入手することになっている。これは、BEPS行動計画検討の際に、海外子会社
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を通じて提出すると現地の合弁先にその情報が流出したり、海外子会社がある税務当

局から国別報告書等の資料で安易に不適切な追徴課税を受ける可能性があり、原則、

租税条約に基づく情報交換で入手することになっている。日本の税務当局が同情報交

換で国別報告書を入手しようとしても、相手国から国別報告書等を入手できるまでか

なりの時間を要して、その間に追徴の時効が来るかもしれないし、何よりも税務職員

の人事異動が毎年7月にあり、数年かけて税務調査をやることがほとんどあり得ない

ので、日本では租税条約の規定に基づき外国税務当局から情報収集して外資系多国籍

企業の租税回避の実態解明することや、移転価格の税務調査をすることはほとんど不

可能であろうと推測される。

第4節多国籍企業の租税回避策に対する日本の税務執行上の法制度上の

　　　　問題

　次に多国籍企業の租税回避策に対する目本の税務執行上の法制度上の問題を取り

上げることとする。

（1）立証責任の問題

　我が国における税務訴訟における立証責任の一般的なあり方としては、これまです

べての立証責任を税務当局が負うことを一般的なあり方と行政側、実務家側、学者側

と三者とも認識されてきたが、これは国際的に各国の状況と比較・確認してみると、

以下のような実態であり、わが国の在り方が国際的なスタンダードとは言い難い事実

が明らかである。87

①米国

　原則は納税者が負うこととされているが、一定の要件を満たす場合は納税者から税

務当局に移行する。

②英国

　一般的に納税者

③フランス

　ー般的に納税者

④ドイツ

　税額増加については税務当局、税額軽減については納税者

⑤イタリア

　ー般的に提訴・上訴人で、納税者とされる。

⑥カナダ
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　一般的に納税者

⑦オーストラリア

　ー般的に納税者

⑧中国

　納税者が負う。

　以上のように、各国の税務訴訟における立証責任を見ると、原則的には納税者側に

置かれていることが一般的である。したがって，イギリスやフランスでの巨大IT企業

に対する最近の課税も達成できたのであろう。現状の日本の立証責任では、　「BEPS

最終報告書」でいかに法整備がなされようと、納税者に対する威嚇にはなるが、巨大

IT企業をはじめとする多国籍企業の租税回避策やBEPSに対し、イギリスやフラン

ス等のように毅然として課税できないであろう。

　また、日本の司法当局には、国際課税の立証責任上の認識に厳しいものがある。た

とえば、「所得税更正処分取り消し請求控訴事件の東京高等裁判所平成24年（行コ）

第421号（平成25年5月29日第17民事部判決）」での司法判断では、「シンガポ

ール税務当局から情報を収集したように、国には、外国との間の租税条約や租税協定

によって、相手国の税務当局を通じて納税者の国外の子会社等の情報を収集する手段

が用意されている。したがって、課税庁にとって、国外に所在する子会社等の実態を

把握することが困難であるとはいい難い。」とされている。その場合、「証拠との距

離」を立証責任の判断に関して軽視されていること、銀行機密とした情報などへのア

クセスが認められないことを相手国が決めたり、租税条約26条に一般的に提供拒否

が認められている項目があり相手国の判断で提供拒否がなされることなど、税務当局

にとっては司法当局の判断は妥当でないと思われるものの、現状では、税務当局の立

証にはハードルが高い。8889このようなことは、他の国ではありえなく、まして外資

系企業に対する追徴課税案件で税務当局に不利になるような裁判所の判断は、大多数

の国ではありえないと思われる。それは、課税権というのは、その国独自のいわゆる

租税高権であり、国のための歳入確保という大義名分が司法でも優先されるのが当然

の実情と思料される。

　さらに日本独特の青色申告制度があり、その恩典の1つに税務調査がらみとして、

推計課税の不適用（法人税法第131条、所得税法第156条）と更正処分の際の理

由付記がある。青色申告の更正の場合に、この更正の理由付記がなされていなかった

りあるいは不十分であった場合には、それだけで更正処分の取消し理由となる。外資

系多国籍企業の事案については、一般的に課税処分の根拠となる理由が海外に存在し
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ている可能性があり、理由付記不備で課税処分すべてが取り消される可能性が高く、

税務当局の外資系多国籍企業に対する税務調査を難しくしている。

　したがって、今後の「BEPSプロジェクト」下においては租税条約の濫用やBEPS

が生じているとの指摘がなされた場合（税務当局がその指摘（主張立証）をした場合）

にっいては、その取引について租税条約の濫用やBEPSの事実がないこと（移転価格

の場合には独立企業間価格）を明らかにする情報を提出することを義務化し、根拠と

なる具体的情報の提出できない場合には、立証責任が転換されることするべきであろ

う。

　今後、速やかに立証責任の転換規定できない場合、せっかく「BEPSプロジェクト」

下の新しい国際租税制度の枠組みができようと、それに付随する税制改正がなされて

も、強力な税務執行の武器として、公平な課税負担の目的を達成できないであろう。

まして外資系多国籍企業の租税条約の濫用による租税回避やBEPSについて公平な

負担を求める課税ができないであろう。

　また、現状のままであれば、移転価格税制においては、日本以外の立証責任が納税

者サイドにある強い税務執行の法制を持つ国で、例えば、日本企業の現地法人は現地

で利益を膨らまし多く税金を払うようにして、現地での徴税攻勢を免れるようにする

であろう。そのため、日本にある本社（親会社）は、現地法人（子会社）との取引を

通じて自社の利益を減らすか、あるいは税務当局とAPAを結んで子会社の利益を増

やさなければいけないようにして、親会社で子会社の利益の価格調整をして親会社の

利益を減らすことになるであろう。どちらにしても日本で親会社が日本に納付する法

人税額が減ることになろう。

（2）相互協議の問題

　BEPSプロジェクトの行動計画14では租税条約に関連する紛争の解決に用いられ

る相互協議（MAP）について、その効果的かつ効率的な実施の障害を取り除くために

採るべき措置を表示している。具体的には、以下の3項目を実現するために各国が実

施をコミットした最低限の措置（ミニマムスタンダード）を明示した。①相互協議に

関連した租税条約上の義務を誠実に履行し、相互協議事案を迅速に解決すること、②

租税条約に関連する紛争の予防と迅速な解決を促進する行政手続きを行うこと。③要

件を満たす納税者に対して相互協議の機会を保証すること。の3点である。

　しかし、次のような相互協議における構造的な問題の解決は今後とも難しいであろ

う。

　現在、国税庁の相互協議担当者数は、私が勤務していた1998年の17名から2017
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年現在44名に増えていて、おそらく世界一の数であると思う。それは、日本企業の

海外法人が現地での移転価格税制に基づく課税攻勢を受けていることでの相互協議

や将来の追徴リスクを避けるための二国間APAが増えているためのようである。　go

日本で目本の親会社を移転価格で更正決定して相互協議になった事案では、例えば武

田薬品工業事案や本田技研工業事案は相互協議相手国から課税に疑義がでて相互協

議を拒否された結果、その後、武田薬品工業事案では審査請求で課税の大部分が取り

消し91に、本田技研工業事案では裁判で国税側が敗訴した92。さらに、日本の親会社

を課税して、海外の子会社がある国に相互協議を持ちかけても、対応的調整をするこ

とには乗り気でないということもあり、日本での課税事案が減っているようである。

また、日本にある外資系企業を移転価格課税する事案も外資系企業からの二国間

APA、独立企業間価格を算定する手法にはTNMM93（実質はCPM94）が主流になっ

ており、目本に来ている外資系企業の利益率は、独立企業間価格算定のための比較対

象企業の日本企業と比べ、利益率が高いため日本の税務当局は追徴が難しいし、また

二国間APAを申し立てる必要がないのである。

　途上国については、相互協議の体制や権限が貧弱であり、さらに現地日系企業に追

徴課税しようとする同途上国の現場の税務署の意見が強いため、相互協議担当者の判

断で追徴額の下方修正や取り消しを提案しにくく、相互協議が進まないことが多い。

そのため、現地日系企業は、現場税務署から延滞税や罰金の威嚇もあり、相互協議や

訴訟に持ち込まないことを条件に出し追徴税額を切り下げ交渉して譲歩し、二重課税

を受け入れることが多いようである。

　国税庁が外国税務当局と日本法人の現地子会社（つまり現地日系企業）の課税事案

の相互協議をするにあたり難しいことは、日本で相手国に本社がある企業の日本法人

（つまり外資系企業）を課税した事案も持っていなければ、相互協議を提案しても、

外国税務当局は相互協議に乗り気でなく、中国のように交渉の直前キャンセルなどが

行われることになる。かりに相互協議が開催されても、日本での課税事案（外資系企

業に対する課税事案）がなければ、相手国は日本法人の現地子会社の追徴金額を減額

したり取下げしたりして譲歩することは、極めて困難と思われる。「BEPS最終報告

書」の行動計画14で相互協議の効果的な実施についてミニマム・スタンダードの実

施状況をモニタリングすることになっているが、外国税務当局の相互協議担当者の気

持ちは、そもそも租税条約という国際法が優先というよりも税務職員は税金を多くと

ることが使命であるという認識が強く、「BEPS最終報告書」の勧告後、外国税務当

局の日系企業に対する移転価格やPEに関して課税攻勢があっても、相互協議の進展
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はほとんど期待できない。つまり、TNMM（実質CPM）で、赤字は認められず、5％

程度の利益に修正申告し二重課税を受け入れたり、税理士法人に多額の報酬を払い二

国間APAを取り付け現地企業が赤字であっても、日本の親会社の価格調整で、現地

企業を黒字にして、日本の親会社の利益を黒字にした分減額するということになるで

あろう。

　また、日本の親会社の利益が海外子会社に流失しているとして移転価格課税で追徴

課税しても、流失先の子会社の利益減額を求める対応的調整を求めて流出先の国に相

互協議を求めても、かつて目本で追徴課税した武田薬品工業事案や、本田技研工業事

案のように流出先税務当局は相互協議に応じてこない。現実としては、日本企業の海

外子会社の利益が少ないとして、現地で追徴を指摘されて、日本企業の親会社が国税

庁に現地企業が現地国税務当局に相互協議を求めているケースが相互協議の対象に

なっていると思われる。その際、現地国税務当局は、現地税務署が現地子会社を税務

調査後に現地税法に基づき課税追徴を決定したので、今更日本の国税庁と相互協議し

て当初の課税内容を変更することはできないということが多い。もし、日本で日本に

進出している外資系会社の相互協議事案があるのなら親会社がある相手国は相互協

議を求めてくるであろう。「BEPS最終報告書」の勧告に基づき税制改正が行われて

も、日本で外資系企業を追徴課税は立証責任の問題があり追徴課税は難しいであろう。

それでは相手国が相互協議に乗ってこないし相互協議で相手国の課税の根拠が問題

であると指摘しても、国内法で決まっている通りに追徴課税したので変更できないと

いうし、仮に相手国の日本での進出企業が日本の税務当局に税務調査を受けていると、

相手国にある親会社から相手国の相互協議当局に話が伝わっていることがよくあり、

相互協議中にもし日本が追徴課税すると他の日本企業現地法人の追徴課税を行うと

威嚇を相互協議中に受けたことがあった。また、外資系企業の日本での課税問題を執

行当局が指摘していると、相互協議はもとより、大統領や日本のある外国大使館や相

手国税務当局の高官から苦情が来たこともあった。逆に、日本では海外で日本企業の

現地法人が課税追徴されようと、総理大臣や日本の在外大使館や国税庁交換から相手

国税務当局に苦情を言うことは私の経験からはなかった。

（3）一般的租税回避行為否認規定の導入の難しさ95

　一般的租税回避行為否認規定が日本の現行税法では規定されておらず、今後の導入

が難しいといわれている。

　日本の現行税法では、学説上も裁判判例上も、名分の法律の根拠なしに租税回避行

為の否認は認められないものと解されているところであり、租税回避が行われた場合
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に、法令上それを防止するような個別的な否認規定がない場合には、その租税回避行

為について、税務上、否認することはできないといわれている。この点、日本には、

「同族会社等の行為又は計算の否認」や「組織再編成に係る行為又は計算の否認」と

いった特定の分野を対象とした租税回避に対する一般的な否認規定はあるものの、す

べての分野・取引等に係る租税回避行為を包括的に対象とする一般的否認規定は存在

していない。

　現在、G7各国で一般的租税回避否認規定を有していないのは日本だけであり、近

年、制定法として租税回避に対する一般否認規定を有していなかったアメリカ、イギ

リスがそれぞれ2010年、2013年にそれぞれ一般的租税回避規定を設けており、また、

G20各国をはじめ、　EU諸国のほとんどが一般的租税回避規定を導入してきている。

また、BEPSプロジェクトにおける議論に見られるように、国際的な租税回避に対抗

するためには、各国の税制における協調が必要であり、各国における国内法の整備が

求められるところ、　「BEPS最終報告書」では、直接的に国内法に一般的租税回避否

認規定を整備すべしとはされていなものの、租税回避に対する個別的な否認だけでは、

新たな租税回避行為には対抗できず、各国が協調して国際的な租税回避に対抗すると

いう場面では、国内法においてそのような新たなタイプの租税回避行為に対抗できな

い国があった場合に、それが国際的な租税回避の阻止を害する要因となってしまうこ

とになりかねない。

第7章rBEPSプロジェクト」及びrBEPS最終報告書」の評価一まとめ

　租税高権といわれ、税制及び税務執行は、国によって異なっている。私は税務職員

として相互協議の責任者を3年経験した経験で多くの国と相互協議を通じて外国税

務当局の実態を見ており、日本の税務職員の研修教育や資質は世界でもトップランク

であると認識している。日本の税務職員は全員が税務職員としての一定レベルの教育

を受け、税務執行に際しては統率されたルールのもと従事しており、税法を逸脱して

税務執行することはあり得ないし、租税法律主義の考えのもと、日本中どこでも均質

で統一されて、税務執行をしている。また、政治外交当局の意向を受けて税務当局の

上層部による指示に基づき、特定企業の課税追徴を狙い撃ちすることは日本ではない

と思われる。

　しかし、外国、例えば米国では、1990年代のクリントン政権時に、米議会で米国

内の外資系企業の納税額が少ないと非難され、米国内外資系企業を狙い撃ちした徴税
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強化や税制の整備が行われていった。その当時に相互協議していた際、米国内で製造

活動をしている日系電機企業の米国での移転価格課税を取り消す条件として、今後、

部品調達先を米国内企業から70％以上調達することを約束することのような通商交

渉みたいな提案を出してきたり、日系巨大自動車産業の米国販売子会社の利益率が、

冷蔵庫やモーターボ㌧トのような耐久消費財の販売会社の利益率と、広告代理店の利益率を

合計したものにすべきという理解しがたい提案があった。日本では立証義務が税務当

局にあり、青色申告者に対する更正決定には理由付記の要件が厳しいことに対して、

米国をはじめ多くの国では税務当局から理解できにくい根拠で追徴提案がなされて、

最終的に追徴金額のネゴになるわけで、このような納税者に立証義務がある執行には、

日本の国にとどまっている限り納得できないであろう。また、税務調査で課税提案を

受け、立証責任がある納税者は膨大な反論資料を用意したり、その際に企業秘密にな

るような製造原価資料とか調達先すべての名称とか全世界の子会社の利益とか、納税

者の反証にあっては資料提出が際限なく要求される可能性がある。

　税の徴収権（課税権）は国家主権に基づく固有の権利と位置付けられ、他国の支配

に服さない統治権力である租税高権と呼ばれている。そういう事情を勘案すると、

TPPなど通商問題等の議論における国際協調はありうるが、税制の国際協調という

考えはそもそもいざとなれば各国ともあり得ないものであるはずだ。G20で「BEPS

プロジェクト」を最重要課題と位置付けたのは、国際協調とは表向きで、内心は各国

とも増え続ける財政事情に対応するために外資系多国籍企業からの課税権確保の議

論であったといえるであろう。

　以上まとめると、税制の国際協調というキャッチフレーズにおいては、「BEPSプ

ロジェクト」及び「BEPS最終報告書」の意義を表向きには評価する。しかし、日本

も含め各国とも増え続ける歳入確保の財政事情の中であっても、経済の成長戦略の一

環として法人税を減税しているところ、「BEPSプロジェクト」や「BEPS最終報告

書」に基づく一連の税制改正は日本企業の成長戦略の足を引っ張り、日本の親会社の

利益の低迷をもたらし、その結果、日本での法人税収が伸び悩んだり、日本企業の海

外移転による空洞化がさらに進んでいくことになりかねない懸念を指摘したい。また、

「BEPS最終報告書」は多国籍企業全般に規制をかけようというもので、日本企業の

海外進出数が中小企業も含めて他国に比べ極めて数が多いという状況を直視し、経営

業績が厳しい企業には重いコンプライアンス・コストの負担になることを勘案すべき

である。したがって、2015年の「BEPS最終報告書」は、2012年の「BEPSプロジ

ェクト」の発端であった巨大米IT企業の国際的な租税回避に対する対策の国際協調



112

環境創造　第25号（2020．2）

にとどめ、日本でも巨大米IT企業の納税の実態を把握できるような立証責任の転換

やイギリスやフランスのような巨大米IT企業に対して追徴課税ができるような税制

改正に専心すべきと提案したい。

脱稿後の追記（2019年9月30日時点）

　令和元年（2019年）6月8日と9日のG20財務相・中央銀行総裁会議で、巨大IT企

業の税逃れを防ぐ課税ルールについて、協議が行われ、2020年の最終合意を目指す

行動計画が承認された。96課税ルールは、以下の3案が候補と報道されているが、各

国の利害が対立し、統一された課税方法の合意が難しいとも報道されている。97

案

英国案

米国案

インド案

内容

SNSの「いいね」の数や検索エンジンの利用回

数に応じて、利用者がいる国で課税される。

利用者がいる顧客基盤やブランド価値などを考

慮して、その国が課税できるようにする。

利用者のいる国での売上高や資産、従業員数など

に応じてその国が課税できるようにする。

支持国

欧州の各国

中国

新興国

　日本政府案が提案されていないのは残念であるが、上記いずれの案においても恒久

的施設があるなしの従来の課税ルールとは大なり小なり異なった考えが導入される

ことになる。したがって、日本に巨大IT企業が存在しないし今後もあまり期待でき

ない状況を鑑みると、英国案やインド案により、GDP世界3位の経済大国日本に見

合う法人税収が期待される案を提案すべきである。今更、政府税調等で国際課税はど

うあるべきかの原理原則の議論を延々と行っていくことは、相手国により考えが違い

生産的でないと思料される。また、2019年6月29日に閉会したG20首脳会議では、

巨大IT企業の課税問題も議題に上がっていたが、この問題も含めて国際協調を強調

する安倍首相は議長総括98として、日本の役割は各国の考えに対立でなく共通点を

見出して国際協調での合意を目指すと何度も発言した。これは、日本は目本の国益に

基づく考えを提案せずに場合によっては日本の国益を度外視して国際合意に導くと

いう考えであり、少子高齢化で今後とも低い経済成長しか望めない日本の財政事情を

考えると、到底賛同できない。99
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（注）

1．タックスヘイブン（租税回避地）の会社の設立などを手掛ける中米パナマの法律事務所「モ

サックフォンセカ」から流出した内部文書。1977年から2015年にかけて作られた1，150万

点の電子メールや文書類。21万余の法人の情報の中には、10力国の現旧指導者12人、

現旧指導者の親族ら61人の関係する会社も含まれている。芸能人やスポーツ選手といった

著名人の関係する会社もある。国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が入手し、各

国の提携報道機関が報道した。

2．OECD各国の政府の債務残高のGDP比は2007年では74％であったが、2013年には112％

まで上昇している。（OECD　Economic　Outlook　NO93　June　2013）

3．パリに本部を置くOECDでは、租税委員会（Committee　on　Fiscal　Affairs－CFS）を中心

に、OECDモデル租税条約、　OECD移転価格ガイドライン等といった重要な分野において、

国際的な共通課税ルールの整備と各国の有する知見や経験の共有化が図られている。

4．2011年11月のG20サミットで、日本は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」（「税

務行政執行共助条約」）等に署名し、2013年10月1日に発効した。

5．グーグルの2006年から2011年にかけての英国内での売り上げは180億ドルに達したも

のの、英国内での法人税の納税額は1600万ドルに過ぎず、これは、アイルランドに利益を

移転する租税回避スキームによるものであり、法人税の回避目的でなされているとされてい

る。

6．the　New　York　Times，The　Times，The　Guardian，Bloombergなど

7．OECD，OECD／G20　Base　Erosion　and　Profit　Shifting　Project，Action　112015　Final

Reportにある。ただし、渡辺智之著「BEPSを巡るデータ上の問題」日本機械輸出組合
（2016）では、この推計について手法に疑問と数字に課題を提言している。

8．日本経済新聞2014年6月12日朝刊

9．日本経済新聞2018年9月19日朝刊
10．EY税理士法人編（2017）「詳解新しい国際課税の枠組みBEPSの導入と各国の税制対応」

第一法規等

11．この背景には、英国が財政赤字縮小に向け徴税強化と戦後最大の歳出削減を国民に強いて

　いる中で、国際的大企業が英国での税負担を最小限にしていることに対し、象徴的に非難す

　るためであった。

12．英国議会で姐上に上がったスターバックスやグーグルやアマゾン等の企業は、米国内では、

　法人税率35％相当の納税額であり、全世界連結べ一スでの法人税負担の大部分が米国での

　納税額であった。（2013年10月24目の税制調査会資料より）

13．Double　Irish　with　a　Dutch　Sandwich

14．スターバックスの手法は、英国子会社の口銭支払、ライセンス料支払い、および借入利

　子支払による英国課税所得の圧縮である。（2013年10月24日の税制調査会資料より）
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15．2018年5月17日日本経済新聞朝刊、「経済教室巨大IT企業と税制d」今村隆著

16。望月一央「BEPS一動き出した国際税務基準」、中央経済社

17．lnternal　Revenue　Serviceで、日本の国税庁にあたる。

18．Advance　Pricing　Agreement（事前確認）の頭文字で、企業が今後数年間行う国外関連取

　引の価格設定について、税務当局から事前に確認を取ることで、移転価格調査・課税を回

　避する制度である。

19．2017年の米国税制改正で、外国子会社に留保される累積未配当利益について強制みなし

　配当課税が導入され、米国への多額の資金還流がなされ、米国経済の好調の要因となってい

　る。

20．BEPSの議論による批判を受け、アイルランドは、管理支配基準を2015年1月から新規

　参入企業には適用せず、すでに管理支配基準を適用している企業については2020年までの

　適用となって、ダブルアイリッシュ適用を廃止することになった。

21．実際には、米国国外からの収入について、アイルランド子会社Bの口座を介在させるこ
　となく、オランダ法人の口座に入金し、その後、英国領バミューダにあるアイルランド子

　会社Aの口座に直接振り返る形を採用することにより、完全なオフショア所得とする実務
　面の工夫が採用されている。

22．国税庁HP及び「ファイナンス」2015年11月号、財務省
23．後述の第4章BEPS防止措置実施条約（多数国間協定）参照
24．望月一央「BEPS’動き出した国際税務基準」、中央経済社
25．EY税理士法人編（2017）「詳解新しい国際課税の枠組みBEPSの導入と各国の税制対応」

　第一法規等

26．川田剛（2018）「国際課税の基礎知識十訂版」、税務経理協会

27．2015年10月23日第24回税制調査会の説明資料「税源侵食と利益移転解説文（仮訳）」を

　もとに作成した。原文は「OECD／G20Base　Erosion　and　Profit　Shifting　Project　Explanatory

　Statement」である。

28．EY税理士法人編（2017）「詳解新しい国際課税の枠組みBEPSの導入と各国の税制対応」

　第一法規

29．電子経済のビジネスモデルである電子商取引等では、他国から遠隔で販売、サービス提供

　等の経済活動の実施が可能であり、税制の最も基礎的概念である「国内」と「国外」という

　税法の適用範囲の区分が曖昧で、これまでの国際税務の考え方では不都合が生じる。

30．2008年のEC指令により、欧州では、2015年1月以降、電子商取引・電気通信・放送サ

　ービスに課される付加価値税（VAT）について、提供者受領者の所在地の如何を問わず、受

　領者の所在地で課税することとなった。

31．川田剛（2018）「国際課税の基礎知識十訂版」、税務経理協会

32．ハイブリッド・ミスマッチとは、金融商品や事業体に対する各国の税務上の取り扱いが異
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　なっていることを指し、これを利用することで、単一の支出について二重に損金算入したり、

　支払地国で損金算入、受領地国で益金不算入（いわゆる二重非課税）となるケースが生じて

　いる。

33．EY税理士法人編（2017）「詳解新しい国際課税の枠組みBEPSの導入と各国の税制対応」

　第一法規

34．CFCとはControlled　Foreign　Companyの頭文字で、軽課税国・地域に設立された子会

　社等をいう。企業グループが同子会社等に意図的に所得を移転することによる租税回避に対

　抗するため、同子会社等の所得を親会社の所得として課税するルールをCFCルールという。

35．会社単位で所得を合算すること。

36．特定されたCFC所得のみを合算すること。

37．川田剛（2018）「国際課税の基礎知識十訂版」、税務経理協会

38．川田剛（2018）「国際課税の基礎知識十訂版」、税務経理協会

39．南波洋「Tax　update恒久的施設（PE）関連規定の改正（平成30年度税制改正）」『情報

　センサー2018年11月号』

40．企業が、実質的な支配下にある海外の関連企業との取引に際して、恣意的な価格決定を行

　い、国内の課税所得が減少した場合には、第三者との間で成立するであろう、通常の価格（独

　立企業間価格）で取引が行われたものとみなして課税する仕組みの税制。

41．国外関連者間で無形資産を譲渡し、譲渡後、その無形資産の価値からして、譲渡時の対価

　と大きく乖離している事実が判明した場合には、その後、当初の対価との乖離部分を譲渡し

　た法人の収益として認識するという考えかたが、所得相応性基準である。

42．移転価格税制におけるディスカウント・キャッシュフロー法（DCF法）とは、国外関連
　者との間で特定無形資産の売買を行う際の取引価格を、その特定無形資産を使用すること
　によって得られる将来収益の割引現在価値によって算出する方法である。

43．選択肢を示して、各国の実情に合った制度を組み立てていく方式。

44．川田剛（2018）「国際課税の基礎知識十訂版」、税務経理協会

45．2019年3月29日現在：85力国・地域が署名。内、23力国・地域が批准書等を寄託。（財

　務省且P）

46．TPP協定と同様に、トランプ政権の掲げる「アメリカ・ファースト」に鑑みて、多国間で

　なく二国間の交渉を重視したものと思われる。（2017年11月1日付け日本経済新聞「財務

　省、外資への法人税課税の対象拡大」より）

47．財務省HPの「BEPS防止措置実施条約に関する資料」より

48．上谷田卓「多国籍企業等による税源浸食と利益移転の防止」、『立法と調査2018年4月
　号』

49．板津直孝「国際課税の動向と平成30年度税制改正一多数国間条約に影を落としたアメリ
　カ・ファーストー」、2018年、『野村資本市場クォータリー』
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50．望月文夫「図解国際税務平成30年版」、大蔵財務協会
51．「新たな国際課税ルールを策定「BEPSプロジェクト」の取組と概要」『ファイナンス

　2015年11月号』、財務省
52．OECD租税委員会を京都で開催」『ファイナンス2016年8月号』、財務省
53．「新たな国際課税ルールを策定「BEPSプロジェクト」の取組と概要」『ファイナンス

　2015年11月号』、財務省

54．2016年9月浅川財務省財務官へのインタビュー（FNホールディング）

55．21世紀政策研究所は1997年に創設され、経団連の公共政策のシンクタンクとして多くの

　論文・報告書を取りまとめ、政策提言を行っている。
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